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今
月
のA
lert

◉
「
退
位
・
即
位
・
改
元
」
が
つ
く
り
出
す
天
皇
フ
ィ
ー
バ
ー
を
は
ね
返
そ
う
！

│
＊
２

反
天
ジ
ャ
ー
ナ
ル
◉

│
な
か
も
り
け
い
こ
、
捨
て
ら
れ
し
猫
、
桃
色
鰐
＊
3

状
況
批
評
◉

改
元
は
、
元
号
を
や
め
る
い
い
機
会
（
チ
ャ
ン
ス
）
だ
！

│
中
川
信
明
＊
４

追
悼
・
上
原
成
信
さ
ん

│
天
野
恵
一
＊
7

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
◉

ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会
準
備
会

│
池
田
五
律
＊
8

書
評
◉
『
誰
が
〈
表
現
の
自
由
〉
を
殺
す
の
か
〜
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
「
慰
安
婦
」
写
真
展
中
止
事
件
裁
判
の
記
録
』

   

│
永
田
浩
三
＊
9

太
田
昌
国
の
み
た
び
夢
は
夜
ひ
ら
く
〈
91
〉

◉
代
議
制
に
絶
望
し
て
お
ろ
お
ろ
歩
き
…
…

│
太
田
昌
国
＊
10

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
天
皇
制
〈
18
〉

◉

天
皇
一
族
の
存
在
と
マ
ス
コ
ミ
賛
美
報
道
と
右
翼
の
暴
力
と
の
関
係

  

│〈
壊
憲
天
皇
明
仁
〉
そ
の
16

│
天
野
恵
一
＊
11

終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
11
・
26
集
会
◉
集
会
宣
言
・
抗
議
声
明

│
＊
12

野
次
馬
日
誌
＊
14　
　

集
会
の
真
相
＊
17　
　

学
習
会
報
告
＊
19　
　

反
天
日
誌
＊
20　
　

集
会
情
報
＊
20

　数年前、つくばのデモでコールに「安倍は立憲主義を
守れ」と入れた時のこと。
　交流会でコールに対して異論が出た。「君は本当に立
憲主義をいいと思っているのか ?私は立憲主義を信じて
いないので「守れ」とは言えないが、君も信じてはいな
いはずだ。なのに何故デモコールに入れる ?」ちなみに
問答しているのは二人ともアナーキストである。
　準備時間の関係でシュプレヒコール案は僕が書いた。
コールについて議論する時間が取れていれば事前にこう
した疑問が出ていただろうから、コールを変えるなり議
論を通じての合意はつくれていただろう。しかし問題は
そこではない。
　好き勝手に振る舞う安倍に対して何らかの形で拘束を
かけることが必要なのは多くの人が認めるだろう。その
ための力というか、理屈をどこに求めるのかと言えば一
般的には日本国憲法になる。だが、その憲法に重き価値
を見出していない場合、拘束力の根拠をどこに求めるの
か。早い話、僕自身が憲法を護るべき、信じるべきもの
と思っていないのに「安倍は憲法を守れ」とは言いたく
ないのだ。そこで僕は取り敢えず、憲法は権力を規制
するためのものと言う原則を持ち出した訳だが、これも
僕がそこに重きを置いているかと言えば置いていない訳
で。それでも安倍の言動の拘束を要求するコールはした
い。だが、何と言えば?こんな逡巡、コールにならないぜ?
　もちろんこれはデモコールに限った話ではない。憲法
は権力を規制するための道具ではあるが、自身が信じて
いない道具を無闇に振り回していいものか。つくばでも
護憲派との共闘を模索しないとどうにもならない時期に
来ているんだが。（加藤匡通）
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今月の

一
二
月
一
日
、天
皇
「
退
位
」、新
天
皇
「
即
位
」、「
改

元
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
日

開
催
さ
れ
た
「
皇
室
会
議
」
で
、
出
席
者
の
意
見
を

も
と
に
議
長
の
安
倍
が
二
〇
一
九
年
四
月
三
〇
日
「
退

位
」、
同
年
五
月
一
日
「
即
位
・
改
元
」
案
を
示
し
、

決
定
し
た
。
報
道
ど
お
り
で
あ
れ
ば
同
月
八
日
閣
議
決

定
す
る
。

　

皇
室
会
議
出
席
者
は
「
皇
室
典
範
」
で
定
め
ら
れ
た
、

首
相
、
衆
参
両
正
副
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
お
よ
び

裁
判
官
一
人
、
宮
内
庁
長
官
、
皇
族
二
名
の
一
〇
名
と
、

菅
官
房
長
官
。
皇
室
典
範
規
定
か
ら
は
ず
れ
る
官
房
長

官
の
出
席
は
、「
退
位
を
実
現
す
る
特
例
法
の
担
当
閣

僚
」
と
し
て
と
い
う
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
規
定
外
行
為
は
あ
き
ら
か
に
官
邸
側
の
圧
力
を
見

え
る
形
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
・
宮
内
庁
間
の
確

執
の
一
つ
の
表
れ
だ
と
見
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

　

日
程
に
つ
い
て
は
、「
国
民
の
便
宜
優
先
」
の
政
府

案
（
年
末
・
年
始
）
と
「
天
皇
の
私
的
行
事
優
先
」
の

宮
内
庁
案
（
年
度
末
・
年
度
初
め
）
が
拮
抗
す
る
様
相

に
あ
っ
た
が
、
結
果
は
思
い
も
よ
ら
な
い
、
体
制
的
な

「
区
切
り
」
さ
え
も
感
じ
さ
せ
な
い
第
三
の
案
と
な
っ

た
。
こ
の
日
が
選
ば
れ
た
理
由
を
、「
国
民
」
が
こ
ぞ
っ

て
天
皇
の
退
位
と
新
天
皇
の
即
位
を
こ
と
ほ
ぐ
に
ふ
さ

わ
し
い
日
と
す
る
た
め
と
説
明
し
て
い
る
。

　
「
国
民
の
便
宜
」
な
ど
と
い
う
体
の
い
い
こ
と
を
言
っ

て
い
た
が
、こ
こ
に
き
て
、天
皇
の
代
替
わ
り
を
「
国
民
」

こ
ぞ
っ
て
こ
と
ほ
ぐ
日
に
す
る
と
い
う
の
だ
。「
改
元
」

を
何
か
の
区
切
り
と
す
る
こ
と
自
体
を
拒
否
し
、「
元

号
」
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
私
た
ち
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
も
い
ら
な
い
と
だ
け
言
え
ば

よ
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
こ
の
公
式
の
理
由
は
大
い
に

問
題
と
し
て
い
き
た
い
。
天
皇
制
に
対
す
る
多
様
で
自

由
な
意
見
を
寄
せ
つ
け
な
い
こ
の
よ
う
な
政
府
の
説
明

こ
そ
が
、
思
想
・
心
情
の
自
由
や
表
現
の
自
由
を
社
会

的
に
縛
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き

た
い
。
こ
う
い
っ
た
社
会
風
潮
、
根
強
い
タ
ブ
ー
意
識

に
支
え
ら
れ
て
右
翼
の
暴
力
と
警
察
の
弾
圧
が
介
在
す

る
こ
と
も
。

　

そ
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
天
皇
報
道
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
問
題
と
し
て
き
た
が
、こ
の
「
代

替
わ
り
」
を
巡
っ
て
も
、
天
皇
を
心
配
し
、
あ
る
い
は

退
位
を
惜
し
み
、
新
天
皇
即
位
に
新
し
い
時
代
を
喜
ぶ

と
言
っ
た
声
ば
か
り
を
拾
い
集
め
て
は
、
大
量
に
流
し

始
め
て
い
る
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
に
誘
導
さ
れ
る
形
で

人
々
は
皇
居
へ
向
か
っ
た
り
、
マ
イ
ク
を
向
け
ら
れ
る

と
同
様
の
言
葉
を
口
に
す
る
。
そ
れ
は
反
復
し
再
生
産

さ
れ
、
人
々
を
天
皇
フ
ィ
ー
バ
ー
に
煽
り
続
け
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
状
況
下
で
、
そ
う
で
は
な
い
感
じ
方
・

考
え
方
が
あ
り
、
そ
れ
も
あ
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。

し
か
し
そ
れ
が
「
あ
り
で
は
な
い
」
社
会
と
な
っ
て
い

る
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
歪
で
不
自
由
で
不
平

等
、
か
つ
危
険
な
社
会
で
あ
る
の
か
を
伝
え
て
い
く
こ

と
。
反
天
皇
制
運
動
は
こ
の
地
点
か
ら
一
歩
も
前
進
し

て
い
な
い
。
で
も
、
諦
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

諦
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
だ
。

　

実
際
、
昨
年
の
天
皇
の
「
意
向
表
明
」
以
来
、
首
都

圏
だ
け
で
も
こ
の
課
題
で
た
く
さ
ん
の
集
会
や
デ
モ
が

持
た
れ
て
い
る
し
、
全
国
的
に
も
私
た
ち
が
知
る
限
り

関
心
は
拡
が
り
、
集
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
反
天
皇
制
を
掲
げ
る
だ
け
で
右
翼
が
動
き
、
警
察

が
大
量
動
員
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
変
わ
ら
な
い
。

　

昨
年
一
一
月
二
〇
日
の
吉
祥
寺
デ
モ
の
惨
状
は
す
で

に
本
紙
で
も
伝
え
た
。
一
年
後
の
一
一
月
二
三
日
、
反

天
連
も
実
行
委
と
し
て
参
加
し
て
い
る
「
終
わ
り
に
し

よ
う
天
皇
制
11
・
26
大
集
会
と
デ
モ
」
で
使
う
予
定
の

宣
伝
カ
ー
が
、
こ
の
デ
モ
で
使
用
す
る
こ
と
を
理
由
に

再
度
の
襲
撃
に
あ
っ
た
。
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
や
サ
イ
ド

ミ
ラ
ー
が
割
ら
れ
、
車
は
満
身
創
痍
状
態
と
な
っ
た
。

こ
の
日
、
陸
上
自
衛
隊
立
川
駐
屯
地
で
行
わ
れ
た
「
防

災
航
空
祭
」
に
対
し
、立
川
の
仲
間
が
抗
議
行
動
を
行
っ

た
が
、
そ
の
終
了
後
、
車
の
移
動
中
を
襲
う
と
い
う
卑

劣
な
や
り
方
と
度
を
超
し
た
暴
力
を
警
察
は
黙
殺
し
た

（
抗
議
声
明
参
照
）。
し
か
し
車
は
復
活
し
、
三
日
後
の

集
会
・
デ
モ
で
は
大
活
躍
し
た
。
す
ご
い
！
（
拍
手
）

　

こ
の
集
会
は
、
首
都
圏
で
天
皇
制
問
題
を
考
え
て
き

た
グ
ル
ー
プ
・
個
人
が
集
ま
っ
て
で
き
た
実
行
委
主

催
で
、
久
し
ぶ
り
の
大
き
な
枠
の
実
行
委
で
あ
る
。
こ

の
緩
や
か
で
力
強
い
実
行
委
や
例
年
の
反
天
皇
制
実

行
委
、
そ
し
て
全
国
の
天
皇
制
に
異
議
申
し
立
て
す
る

人
々
と
と
も
に
、「
退
位
・
即
位
・
改
元
」「
即
位
礼
・

大
嘗
祭
」
と
続
く
、
天
皇
代
替
わ
り
が
造
り
出
す
天
皇

賛
美
状
況
、
天
皇
の
更
な
る
タ
ブ
ー
化
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ

者
た
ち
へ
の
暴
力
と
弾
圧
、
差
別
・
排
外
的
言
動
に
抗

し
て
い
き
た
い
。

　

最
後
に
、
恒
例
の
反
天
連
主
催
12
・
23
集
会
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
た
い
（
チ
ラ
シ
・
イ
ン
フ
ォ
参
照
）。

ぜ
ひ
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
！　
　
　
　
　
（
桜
井
大
子
）

「退位・即位・改元」がつくり出す
天皇フィーバーをはね返そう！

今月の
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え
っ
！
戸
籍
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
紐
付
？

「
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
」「
行
政
の
効
率
化
」「
国

民
の
利
便
性
向
上
」
の
た
め
と
い
う
理
屈
を
つ
け
て
始

ま
っ
た
共
通
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
制
。
制
度
の
肝
と

な
る
情
報
連
携
が
一
一
月
一
三
日
か
ら
始
ま
っ
た
が
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
普
及
せ
ず
、
政
府
は
「
背
水
の
陣
」

を
敷
い
て
巻
き
返
し
を
図
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
戸
籍
事
務
に
導
入
す
る
方
針
を

打
ち
出
し
た
。
戸
籍
に
は
家
族
関
係
、
出
自
な
ど
機
微
情

報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
利
用
す
る
機
会
は
少
な

く
、
紐
付
け
す
る
利
便
性
も
効
率
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
ど

こ
ろ
か
、
情
報
漏
え
い
さ
れ
た
時
の
被
害
の
ほ
う
が
大
き

い
。
費
用
・
効
率
性
か
ら
み
て
も
連
携
す
る
意
義
を
官
僚

た
ち
も
語
れ
て
い
な
い
。

　

何
の
た
め
、
誰
の
た
め
の
紐
付
け
な
ん
だ
ろ
う
か
。
戸

籍
は
「
家
・
日
本
人
・
臣
民
と
し
て
の
身
分
登
録
簿
」
で

戸
を
単
位
と
し
て
い
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
個
人
単
位

だ
が
、
ど
ち
ら
も
個
よ
り
国
家
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
こ

と
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
日
本
国
の
家
長
が
天
皇
で
そ

の
「
天
皇
家
」
の
家
族
と
し
て
正
し
き
「
日
本
人
・
国
民
」

と
表
す
も
の
と
し
て
存
続
し
続
け
た
の
が
戸
籍
制
度
で
天

皇
制
を
支
え
て
も
き
た
。

　

天
皇
や
皇
族
は
戸
籍
も
住
民
票
も
な
い
、
当
然
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
も
な
い
。
紐
付
け
は
戸
籍
と
天
皇
制
の
存
続
と
な

り
こ
そ
す
れ
廃
止
へ
の
道
は
遠
の
い
て
し
ま
う
。

　

今
後
の
議
論
に
注
目
を
！　
　
　
（
な
か
も
り
け
い
こ
）

美
し
い
星
の
列
島
の
海
辺

　

Ｊ
Ｒ
福
島
駅
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど
走
っ
た
と
こ
ろ
に
、

「
福
島
市
飯
野
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ふ
れ
あ
い
館
」
が
あ
る
。
円
筒
形

の
壁
に
沿
っ
て
展
示
を
見
た
後
、
正
面
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
（
遊
歩
）

道
を
登
っ
て
い
け
ば
、
東
北
随
一
と
言
わ
れ
る
ら
し
い
ミ

ス
テ
リ
ー
ゾ
ー
ン
を
展
望
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

走
っ
て
き
た
国
道
一
一
四
号
を
さ
ら
に
進
め
ば
、
道
路

案
内
に
〝
浪
江
〞
の
文
字
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
９
月
ま

で
は
通
行
禁
止
だ
っ
た
帰
還
困
難
区
域
に
つ
な
が
る
道

な
の
だ
。
映
画
『
美
し
い
星
』（
吉
田
大
八
監
督
）
で
は

い
わ
き
Ｉ
Ｃ
を
降
り
た
主
人
公
た
ち
が
通
行
止
め
の
ゲ
ー

ト
を
突
破
し
、
夜
の
森
を
歩
い
て
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
の
コ
ン
タ
ク

ト
に
向
か
う
。
そ
の
途
上
で
野
に
放
た
れ
た
牛
に
出
会
う

の
だ
が
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
な
か
に
一
瞬
で
も
掬
い
上
げ

ら
れ
た
過
酷
な
現
実
は
、
強
く
印
象
を
残
す
。
さ
て
一
方

で
７
月
に
公
表
さ
れ
た
核
の
ゴ
ミ
の
最
終
処
分
場
候
補
地

マ
ッ
プ
で
は
、
列
島
の
海
岸
線
の
ほ
と
ん
ど
が
〝
適
地
〞

と
し
て
色
分
け
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
現
実

と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

隣
国
の
核
兵
器
や
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
は
危
機
を
煽
り
な

が
ら
、
海
辺
の
原
発
の
再
稼
働
を
続
け
る
国
の
姿
っ
て
、

物
語
と
し
て
も
収
ま
り
悪
過
ぎ
や
し
な
い
か
。
落
と
し
ど

こ
ろ
は
？
と
考
え
て
あ
の
古
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
思
い
出

し
た
。
民
主
主
義
に
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
は
い
ら
な
い
。

イ
タ
リ
ア
抜
き
の
Ｗ
杯
を
迎
え
る
二
〇
一
八
年
を
前
に
し

て
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
（
捨
て
ら
れ
し
猫
）

天
皇
家
の
結
婚
の
条
件
っ
て
？

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
ヘ
ン
リ
ー
王
子
が
ア
メ
リ
カ
の

女
優
メ
ー
ガ
ン
・
マ
ー
ク
ル
と
婚
約
し
た
そ
う
だ
。

故
ダ
イ
ア
ナ
妃
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
と
の
セ
ッ
ク

ス
の
頻
度
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
語
っ
て
い
た
け
ど
、

そ
の
一
回
が
ヘ
ン
リ
ー
だ
っ
た
わ
け
ね
。

　

マ
ー
ク
ル
は
母
親
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

で
、
離
婚
歴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
彼
女
の
家
系

や
私
生
活
を
め
ぐ
っ
て
大
衆
紙
で
報
道
が
加
熱
し
た

と
い
う
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
お
馴
染
み
の
シ
ネ
女
さ

ん
に
、「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
と
い
う
言
い
方
は
問
題
だ

よ
ね
」
と
話
し
か
け
ら
れ
て
以
来
、
私
は
こ
の
言
葉

を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
婚
姻
制

度
に
批
判
的
な
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
何
な

ん
で
す
が
、
離
婚
も
バ
ツ
（
×
）
イ
チ
と
か
の
言
い

方
で
負
の
表
現
が
使
わ
れ
て
る
よ
ね
。

　

つ
い
先
だ
っ
て
の
自
民
党
幹
部
の
「
何
で
あ
ん
な

黒
い
の
が
好
き
な
ん
だ
」の
発
言
は
記
憶
に
新
し
く
、

安
倍
政
権
下
で
頻
発
す
る
差
別
発
言
は
論
外
。
無
意

識
な
言
葉
の
な
か
に
潜
む
差
別
意
識
に
も
注
意
し
た

い
。

　

で
、
何
を
言
い
た
い
か
っ
て
い
う
と
、
王
制
も
天

皇
制
も
身
分
差
別
に
変
わ
り
は
な
い
け
ど
、
天
皇
家

で
は
こ
の
結
婚
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
っ
て
こ
と
。
女

性
皇
族
が
セ
ッ
ク
ス
の
頻
度
を
回
答
す
る
こ
と
も
あ

り
え
な
い
か
。                      　
　
　
　
（
桃
色
鰐
）
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改
元
は
、
元
号
を
や
め
る
い
い
機
会
（
チ
ャ
ン
ス
）
だ
！

中
川
信
明
（
靖
国
・
天
皇
制
問
題
情
報
セ
ン
タ
ー
事
務
局
）

一　

は
じ
め
に

　

先
日
の
「
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
一
一
・
二
六
大
集
会
・
デ
モ
」
の
井
上
森
君
の

コ
ン
ト
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
。
改
元
を
め
ぐ
る
新
聞
記
者
の
ス
ク
ー

プ
話
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
っ
た
。
な
ぜ
、
多
く
の
日
本
国
民
（
日
本
人
）
は
、
元
号

に
振
り
回
さ
れ
、
元
号
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
い
る
の
か

│
天
皇
制
の
も
っ
と

も
日
常
的
な
包
摂
装
置
で
あ
る
元
号

│
私
た
ち
の
時
間
を
「
天
皇
の
時
間
」
と
し
て

支
配
し
よ
う
と
す
る
欲
望
。「
明
治
」「
大
正
」「
昭
和
」「
平
成
」
…
…
日
本
の
歴
史
を

元
号
で
区
切
っ
て
理
解
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、（
天
皇
制
に
よ
る
）
侵
略
戦
争
も

植
民
地
支
配
も
肯
定
さ
れ
る
。

　

そ
う
い
う
歴
史
観
、
時
間
感
覚
を
拒
否
す
べ
く
、
こ
の
四
十
年
来
、
私
た
ち
は
「
や

め
よ
う
元
号
！
」「
元
号
は
使
わ
な
い
」
と
言
い
、
行
動
し
て
き
た
。
ま
ず
は
、
そ
の

歩
み
を
改
め
て
省
み
る
な
か
で
、
元
号
を
め
ぐ
る
攻
防
点
を
確
認
し
た
い
（
た
だ
し
、

い
さ
さ
か
個
人
史
的
な
振
り
返
り
に
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
）。
そ
の
上

で
、
再
び
天
皇
代
替
わ
り
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
改
元
に
ど
う
立
ち
向
か
い
抗
う
の

か
、
を
考
え
て
み
た
い
。

二　

元
号
の
歴
史
を
か
る
く
振
り
返
る

　

元
号
は
、
い
わ
ゆ
る
大
和
朝
廷
が
確
立
し
た
七
世
紀
に
、
中
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
紀

年
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
元
号
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
政
治
エ
リ
ー
ト

が
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
が
、
現
在
の
よ
う
な
「
一
世
一
元
」
が
確
立
し
た
の
は
明
治

以
降
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
、
そ
の
時
々
の
政
権
の
都
合
で
、
元
号
は
コ
ロ
コ
ロ
変

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
元
号
は
、
あ
く
ま
で
も
政
治
エ
リ
ー
ト
周
辺
で
利
用
さ
れ

て
い
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
一
般
民
衆
に
と
っ
て
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、絶
対
天
皇
制
国
家=

近
代
国
家
の
確
立
を
期
に
、元
号
を
一
般
民
衆=

国
民
に
も
、

そ
の
使
用
を
押
し
付
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
も
う
一
つ
の
紀
年
法
で
あ
る

西
暦
が
西
洋
諸
国
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
る
対
抗
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
面
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
明
治
政
府
は
、
対
外
的
に
は
西
暦
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
ず

（
そ
り
ゃ
、
元
号
は
通
用
し
な
い
！
）、
こ
の
時
代
に
す
で
に
元
号
と
西
暦
を
併
用
し
て

い
た
の
だ
。
た
だ
、こ
れ
も
ア
ジ
ア
へ
の
膨
張
政
策（
侵
略
戦
争
）を
拡
大
す
る
な
か
で
、

皇
紀
が
西
暦
に
と
っ
て
変
わ
っ
た
（
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
た
の
が
「
皇
紀
二
六
〇
〇
年
」

騒
動
で
あ
る
）。
戦
後
、
皇
室
典
範
の
改
正
に
と
も
な
い
、
元
号
は
（
無
論
皇
紀
も
）、

そ
の
法
的
根
拠
を
喪
失
し
て
し
ま
う
が
、
政
府
は
、
知
ら
ん
ぷ
り
し
て
元
号
を
使
い
続

け
、
国
民
に
も
強
制
し
つ
づ
け
た
。

　

た
だ
し
、
私
は
（
一
九
六
一
年
生
ま
れ
）、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
に
生
ま
れ
育
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
父
母
の
平
和
教
育
の
成
果
の
た
め
か
、
元
号
「
昭
和
」
を
使
っ

た
記
憶
が
あ
ま
り
な
い
。
か
す
か
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
小
学
校
も
中
学

校
も
、
生
年
月
日
お
よ
び
発
行
年
月
日
が
元
号
で
書
か
れ
た
卒
業
証
書
を
違
和
感
を
感

じ
な
が
ら
も
も
ら
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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三　

元
号
法
制
化
か
ら
「
天
皇
代
替
わ
り=

改
元
」
へ

元
号
を
め
ぐ
る
攻
防
点
の
最
初
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
一
九
七
八
年
の
元
号
法
制
定

で
あ
る
。
元
号
法
制
化
は
、「
建
国
記
念
の
日
」
制
定
後
、
靖
国
神
社
国
家
護
持
に
は

失
敗
し
た
右
派
勢
力
（
神
社
本
庁
、
神
道
政
治
連
盟
、
生
長
の
家
な
ど
）
が
、「（
昭
和
）

天
皇
在
位
五
〇
年
（
一
九
七
五
年
）」
に
あ
わ
せ
て
、
次
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
「
国

民
運
動
」
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
天
皇
代

替
わ
り=

改
元
」
の
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
九
七
八
年
六
月

六
日
に
、
社
共
を
の
ぞ
く
賛
成
多
数
で
、
国
会
で
可
決
さ
れ
た
法
律
は
下
記
の
と
お
り

で
あ
る
。

「
１
元
号
は
、
政
令
で
定
め
る
。
２
元
号
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
改

め
る
。」

　

シ
ン
プ
ル
と
言
え
ば
聞
こ
え
が
い
い
が
、
元
号
法
に
は
全
く
強
制
性
が
盛
り
込
ま
れ

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
元
号
法
に
と
も
な
う
政
府
見
解
で
は
、「
元
号
法
は
、
一
般
国

民
に
元
号
の
使
用
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。」「（
公
文
書
に
つ
い
て
は
）
現
在
、

わ
が
国
に
年
の
表
示
は
西
暦
も
あ
る
の
で
、
西
暦
で
記
入
し
た
も
の
も
受
理
し
て
い

る
。」
と
述
べ
て
い
る
し
、
地
方
公
共
団
体
（
自
治
体
）
に
対
し
て
も
、「
国
と
歩
調
を

あ
わ
せ
て
元
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
多
く
の
国
民
や
自
治
体
は
、
天
皇
や
政
府
の
気
持
ち
を
忖
度
し
て
、
黙
々

と
元
号
を
使
用
し
て
き
た
。
一
方
で
、
元
号
法
制
化
以
降
に
、
少
数
な
が
ら
「
元
号
は

使
わ
な
い
」
と
い
う
取
り
組
み
が
各
地
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
は
ず
み
を
つ
け
た
の
が
、
前
回
の
天
皇
代
替
わ
り=

昭
和
か
ら
平
成
へ
の
改
元

で
あ
る
。
一
九
八
八
年
一
一
月
に
、
歴
史
学
者
の
井
上
清
さ
ん
の
提
唱
で
「
や
め
よ
う

元
号
！
関
西
連
絡
会
」
が
結
成
さ
れ
、「
や
め
よ
う
元
号
！
」
署
名
運
動
が
ス
タ
ー
ト

す
る
と
、
年
が
明
け
た
改
元
の
直
後
に
は
、「
や
め
よ
う
元
号
！
東
日
本
連
絡
会
」
が

結
成
さ
れ
る
。
同
連
絡
会
は
、
部
落
解
放
同
盟
東
京
都
連
、
Ｘ
デ
ー
と
闘
う
自
治
体
労

働
者
連
絡
会
（
Ｘ
連
）、
反
天
連
、
情
報
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
署
名
運
動

だ
け
で
は
な
く
、
東
京
都
な
ど
自
治
体
交
渉
に
取
り
組
ん
だ
。
都
交
渉
で
は
、
申
請
書

類
に
は
元
号
を
印
刷
し
な
い
こ
と
、
西
暦
で
申
請
し
た
書
類
も
受
け
付
け
る
こ
と
、
都

の
発
行
す
る
文
書
の
年
月
日
も
元
号
の
み
と
し
な
い
こ
と
な
ど
を
要
請
し
た
。
最
初
は
、

東
京
都
は
頓
珍
漢
な
対
応
に
終
始
し
た
が
、
回
を
重
ね
る
と
だ
ん
だ
ん
と
ま
と
も
な

回
答
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
東
京
都
に
は
、
元
号
の
他
、
即
位
礼
・
大
嘗
祭
や
皇
太

子
結
婚
の
祝
賀
事
業
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
住
民
監
査
請
求
に
発
展
し
た
）。

ま
た
、
あ
る
時
に
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
に
つ
い
て
、
外
務
省
か
ら
委
任
を
う
け
て
行
っ

て
い
る
東
京
都
の
旅
券
課
が
、
西
暦
に
よ
る
申
請
を
受
付
け
な
い
と
い
う
事
件
が
お
こ

り
、
都
生
活
文
化
局
と
の
交
渉
を
お
こ
な
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
国
際
旅
券
で
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
実
際
に
発
行
さ
れ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
は
西
暦
で
表
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、

申
請
時
は
元
号
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ア
ホ
な
話
で
あ
る
。
当
然
こ
の
よ
う

な
論
理
は
破
綻
し
、
申
請
は
西
暦
で
受
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
根
本
の
外
務
省

の
姿
勢
が
お
か
し
い
の
で
、
都
か
ら
申
請
書
の
年
月
日
の
改
善
を
申
し
入
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
上
記
の
よ
う
に
、
政
府
も
「
国
民
に
元
号
を
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
。
西
暦

の
申
請
書
で
受
け
付
け
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
実
際
の
現
場
で
は
、
何
度
も
交
渉

を
繰
り
返
し
て
、
や
っ
と
「
元
号
な
し
、
西
暦
Ｏ
Ｋ
」
と
な
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
各
地
で
こ
の
よ
う
な
自
治
体
交
渉
が
粘
り
強
く
展
開
さ
れ
た
。

四　

卒
業
証
書
の
年
月
日
記
述
を
め
ぐ
っ
て

　

公
立
学
校
で
は
、
卒
業
証
書
の
生
年
月
日
お
よ
び
発
行
年
月
日
の
記
述
を
、
元
号
以

外
も
認
め
る
よ
う
、
各
地
で
声
が
あ
が
っ
た
。
代
表
的
な
例
が
一
九
九
一
年
に
、
豊
中

の
三
名
の
中
学
生
と
親
が
原
告
に
な
っ
て
市
教
委
を
訴
え
た
元
号
裁
判
で
あ
る
。
本
人

た
ち
が
西
暦
に
よ
る
卒
業
証
書
を
求
め
て
い
た
の
に
、
校
長
は
市
教
委
の
指
示
の
も
と

に
そ
の
願
い
を
拒
否
し
、
元
号
記
述
の
卒
業
証
書
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
次
々
と
法
廷
に
立
ち
、
一
三
回
の
口
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頭
弁
論
が
行
わ
れ
た
が
、
一
九
九
四
年
に
は
敗
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

訴
訟
理
由
に
は
校
長
に
よ
っ
て
元
号
か
西
暦
を
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
る
旨
も
書
か
れ

て
い
た
。
そ
の
後
、
国
立
市
な
ど
で
、
希
望
者
に
は
西
暦
記
述
の
卒
業
証
書
を
発
行
す

る
小
中
学
校
が
増
え
、
や
め
よ
う
元
号
！
運
動
東
日
本
連
絡
会
の
都
教
委
交
渉
で
も
、

「
都
立
高
校
で
、
外
国
籍
生
徒
な
ど
の
希
望
者
に
は
西
暦
記
述
の
卒
業
証
書
を
発
行
す

る
」
と
の
回
答
を
得
て
い
る
（
の
ち
に
、
そ
の
回
答
は
変
質
す
る
）。

　

と
こ
ろ
で
、
個
人
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
私
の
二
人
の
子
ど
も
は
、
い
ず
れ
も
区
立

保
育
園
か
ら
区
立
中
学
校
ま
で
通
っ
た
が
、
す
べ
て
の
卒
園
証
書
、
卒
業
証
書
を
西
暦

記
述
で
発
行
し
て
も
ら
っ
た
。
姉
の
小
学
校
の
卒
業
証
書
は
、
校
長
が
わ
ざ
わ
ざ
印
刷

さ
れ
た
元
号
を
消
し
て
西
暦
で
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
私
も
所

属
す
る
練
馬
区
教
育
問
題
交
流
会
に
よ
る
区
教
委
交
渉
の
結
果
、
希
望
す
る
学
校
に
は
、

元
号
の
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
卒
業
証
書
が
配
布
さ
れ
、
姉
の
中
学
校
卒
業
証
書
、
妹
の

小
学
校
卒
業
証
書
は
、
元
号
の
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
卒
業
証
書
に
西
暦
で
か
い
た
も
の

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
育
問
題
交
流
会
の
交
渉
で
は
、
元
号
以
外
の
年
月
日
記
述
の

卒
業
証
書
も
発
行
で
き
る
こ
と
を
、
子
ど
も
・
保
護
者
に
知
ら
せ
、
選
択
で
き
る
よ
う

に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
具
体
的
に
は
「
卒
業
証
書
調
査
書
」
を
記
入
し
て
も
ら
う
段

階
で
、
元
号
以
外
（
西
暦
だ
け
で
な
く
イ
ス
ラ
ム
暦
な
ど
も
Ｏ
Ｋ
）
が
記
入
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、妹
の
中
学
校
卒
業
時
に
は
、事
前
の
「
調
査
書
」

段
階
で
西
暦
も
希
望
で
き
る
よ
う
改
善
さ
れ
、
娘
の
学
校
で
は
残
念
な
が
ら
娘
以
外
に

西
暦
希
望
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
他
の
中
学
校
で
は
複
数
の
西
暦
の
卒
業
証
書
を
希
望

し
た
生
徒
が
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
一
昨
年
、
姉
が
都
立
高
校
で
、
西
暦
記

述
の
卒
業
証
書
を
希
望
し
た
が
受
け
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
都
立
高
校

で
は
、
外
国
籍
生
徒
の
希
望
者
に
は
西
暦
記
述
の
卒
業
証
書
を
発
行
す
る
が
、
日
本
人

に
は
発
行
し
な
い
と
の
こ
と
で
、
ご
丁
寧
に
各
学
校
に
通
知
ま
で
し
て
い
る
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
差
別
で
あ
る
。
一
〇
二
三
通
達
に
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
よ
う
に
、
以
前
の
方

針
を
捻
じ
曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

新
た
な
天
皇
代
替
わ
り=

改
元
に
向
け
て

　

先
日
、
現
天
皇
の
退
位
（
生
前
退
位
）
は
二
〇
一
九
年
四
月
三
〇
日
で
、
新
天
皇
の

即
位
お
よ
び
改
元
が
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
と
な
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
静
か
な
環

境
で
代
替
わ
り
を
行
い
た
い
、
と
言
う
理
由
だ
そ
う
だ
が
、
私
は
、
ニ
ヤ
ッ
と
し
た
。

年
や
年
度
で
ス
パ
ッ
と
改
元
す
る
と
、
元
号
使
用
に
そ
れ
ほ
ど
混
乱
は
起
き
な
い
が
、

五
月
一
日
と
い
う
中
途
半
端
さ
で
は
混
乱
が
起
こ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

会
計
年
度
は
ど
う
な
る
か
。
多
く
の
民
間
企
業
や
自
治
体
さ
え
も
、
元
号
で
年
度
を
区

切
る
の
を
や
め
、「
二
〇
一
九
年
度
」
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
一
度
、
西

暦
の
年
度
に
す
れ
ば
、
元
号
に
戻
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
喧
伝
し
、

誘
発
し
て
い
く
よ
う
な
運
動
を
展
開
し
た
い
。
ま
た
、
私
の
下
の
娘
の
都
立
高
校
の
卒

業
式
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
で
あ
る
。
そ
り
ゃ
、「
○
○
二
年
」
よ
り
「
二
〇
二
〇
年
」

で
し
ょ
!?　

お
そ
ら
く
、
西
暦
記
述
の
卒
業
証
書
を
希
望
す
る
子
ど
も
が
増
え
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
そ
の
子
た
ち
の
希
望
を
か
な
え
る
た
め
に
も
、
日
本
人
生
徒
に
も
西

暦
記
述
の
卒
業
証
書
を
認
め
さ
せ
る
べ
く
都
教
委
と
の
交
渉
を
実
現
し
、
リ
ベ
ン
ジ
し

た
い
。
改
元
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
、
再
び
「
や
め
よ
う
元
号
」「
い
ら
な
い
元
号
」
の
運

動
の
う
ね
り
を
共
に
つ
く
っ
て
い
こ
う
！
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「
沖
縄
・
一
坪
反
戦
地
主
会
・
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
代

表
的
存
在
で
運
動
の
〝
顔
〞
と
い
っ
た
存
在
で
あ
り
続
け

た
上
原
成
信
さ
ん
が
、
一
九
四
四
年
（
一
月
）
以
来
住
み

続
け
た
「
ヤ
マ
ト
」
の
生
活
を
切
り
あ
げ
沖
縄
へ
帰
っ
た

の
は
、
お
そ
ら
く
二
〇
一
四
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。

　

成
信
さ
ん
亡
く
な
る
、
の
悲
報
が
届
い
た
時
（
一
〇
月

二
六
日
、
亡
く
な
っ
た
の
は
二
五
日
）、
私
が
す
ぐ
思
い

出
し
た
の
は
、
東
中
野
の
沖
縄
料
理
店
で
の
送
別
会
で
の

や
り
と
り
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
闘
病
中
で
フ
ラ
フ
ラ
す
る

足
取
り
で
、
や
っ
と
そ
こ
に
参
加
で
き
た
私
を
迎
え
、
成

信
さ
ん
は
、
本
当
に
嬉
し
そ
う
に
「
そ
ん
な
状
態
で
、
良

く
来
て
く
れ
た
」
と
ひ
ど
く
率
直
に
喜
ん
で
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
時
、
成
信
さ
ん
は
、
九
〇
歳
に
近
づ
い
て
い
る
自

分
は
、
で
も
沖
縄
で
の
座
り
込
み
行
動
に
参
加
し
続
け
る

と
い
う
決
意
表
明
を
し
て
、
す
こ
ぶ
る
元
気
だ
っ
た
（
事

実
、
帰
っ
て
か
ら
そ
の
よ
う
に
闘
い
続
け
て
い
る
こ
と
は

伝
え
ら
れ
て
い
た
）。「
沖
縄
の
反
基
地
行
動
で
ま
た
会
い

ま
し
ょ
う
」。こ
の
約
束
は
、け
っ
き
ょ
く
、果
た
せ
な
か
っ

た
。
沖
縄
ま
で
行
っ
て
激
し
い
行
動
に
参
加
で
き
る
状
態

に
は
、
私
の
病
い
の
体
は
回
復
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。
そ
の
こ
と
の
残
念
さ
が
、
ま
ず
胸
を
つ
い
た
。

　

こ
こ
で
「
ひ
ど
く
率
直
に
」
と
書
い
た
の
に
は
理
由

が
あ
る
。
私
と
上
原
さ
ん
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は

一
九
八
七
年
に
、
私
と
同
世
代
で
当
時
三
九
歳
の
知
花
昌

一
さ
ん
が
沖
縄
読
谷
村
の
国
体
会
場
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大

会
）
に
掲
げ
ら
れ
た
「
日
の
丸
」
を
焼
い
て
抗
議
し
た
行

動
へ
の
刑
事
弾
圧
。
こ
の
裁
判
の
長
い
救
援
活
動
を
通
し

て
で
あ
っ
た
。ヤ
マ
ト
で
生
活
し
続
け
て
き
た
と
は
い
え
、

い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
信
さ

ん
の
〈
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
〉
は

強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
強
烈
さ
が
し
ょ
う
し
ょ
う

苦
手
で
あ
っ
た
私
。
そ
れ
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
成

信
さ
ん
は
、
い
つ
も
私
に
、
皮
肉
な
言
葉
を
投
げ
続
け
て

き
た
。
例
え
ば
、
こ
ん
な
具
合
に
。

　

よ
く
あ
っ
た
こ
と
だ
が
、
私
た
ち
の
集
会
で
の
ア
ピ
ー

ル
を
お
願
い
す
る
と
、
彼
は
「
君
の
頼
み
は
二
回
に
一
度

は
チ
ャ
ン
と
引
き
受
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら

な
」
と
い
う
言
葉
が
、
な
ん
ど
も
か
え
っ
て
き
た
。
実
際

の
と
こ
ろ
は
、
お
願
い
さ
え
す
れ
ば
ほ
ぼ
毎
度
来
て
キ
チ

ン
と
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
て
く
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で

あ
る
。
他
の
活
動
が
い
そ
が
し
す
ぎ
て
、
沖
縄
現
地
の
裁

判
所
に
足
を
は
こ
ぶ
こ
と
の
少
な
か
っ
た
私
に
、
毎
回
キ

チ
ン
と
傍
聴
に
出
か
け
て
い
た
上
原
さ
ん
の
方
は
イ
ラ

イ
ラ
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、「
日
の
丸
」

裁
判
の
後
に
私
が
基
地
問
題
を
め
ぐ
る
闘
い
に
合
流
す
べ

く
、
自
分
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
沖
縄
に

か
よ
い
続
け
た
時
な
ど
は
、
貧
乏
人
の
私
の
交
通
費
な
ど

を
心
配
し
、私
の
古
書
店
に
本
を
大
量
に
カ
ン
パ
と
し
て
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
時
も
あ
っ
た
の
だ（
そ
う
い
う
、

や
さ
し
い
人
で
も
あ
っ
た
）。

　

私
は
「
知
花
裁
判
」
の
ニ
ュ
ー
ス
の
発
送
な
ど
も
、
と

も
に
す
る
た
め
に
、
よ
く
う
か
が
っ
て
い
た
成
信
さ
ん
の

中
野
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
屋
か
ら
本
を
は
こ
び
出
し
、

大
き
な
台
車
に
大
量
に
つ
み
あ
げ
て
、
早
稲
田
通
り
を

エ
ッ
チ
ラ
オ
ッ
チ
ラ
運
ん
だ
時
の
こ
と
を
よ
く
憶
え
て
い

る
。
渡
さ
れ
た
本
の
中
に
『
暮
ら
し
の
手
帖
』
が
何
年
分

も
キ
チ
ン
と
揃
っ
て
い
た
こ
と
（
そ
れ
を
な
ん
と
な
く
成

信
さ
ん
ら
し
い
本
だ
な
と
思
っ
た
こ
と
）
も
、
鮮
明
に
記

憶
し
て
い
る
。

　

も
う
一
点
だ
け
書
い
て
お
き
た
い
。私
は
上
原
さ
ん
に
、

天
皇
（
制
）
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
と
正
面
か
ら
質
問
し

た
こ
と
が
一
度
だ
け
あ
る
。
成
信
さ
ん
は
、「
関
心
持
た

な
か
っ
た
ネ
ー
、
私
た
ち
沖
縄
の
人
間
に
と
っ
て
は
『
強

制
』
さ
れ
た
嫌
な
も
の
だ
っ
た
け
ど
ネ
ェ
ー
」
と
い
う
よ

う
な
答
え
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
方
ヤ
マ
ト
の
人
に

と
っ
て
は
当
然
に
も
重
大
な
問
題
な
ん
だ
ろ
う
が
、
ウ
チ

ナ
ン
チ
ュ
ー
に
と
っ
て
は
外
か
ら
強
制
さ
れ
た
「
飾
り
も

の
」
だ
よ
、
と
い
う
調
子
で
。

　

こ
の
回
答
に
も
沖
縄
人
の
プ
ラ
イ
ド
が
に
じ
ん
で
い

た
。
そ
の
時
は
、
そ
の
プ
ラ
イ
ド
に
は
ね
つ
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
次
は
、
も
う
少
し
そ
の
心
情
の

内
側
に
入
り
こ
ん
だ
討
論
を
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

機
会
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
…
…
。

　

私
は
闘
病
を
持
続
し
、
成
信
さ
ん
の
故
郷
の
反
基
地
闘

争
に
合
流
す
る
た
め
の
沖
縄
行
き
を
あ
き
ら
め
ま
い
。今
、

そ
う
決
意
す
る
。
成
信
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
も
沖
縄
の
地

に
、
ま
ち
が
い
な
く
生
き
続
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
　

　
　

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日

追
悼
・
上
原
成
信
さ
ん

天
野
恵
一
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一
二
月
二
二
日
、
18
時
よ
り
、
練
馬
区
厚
生
文
化
会
館

に
お
い
て
、「
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考

え
る
集
い
」を
開
催
す
る
。
講
師
は
、千
本
秀
樹
さ
ん
。
テ
ー

マ
は
、「
象
徴
天
皇
制
、
何
が
問
題
か
」。
主
催
は
、「
ア
キ

ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会
準

備
会
」。
今
回
の
「
集
い
」
は
、
正
式
な
会
と
し
て
発
足
集

会
と
な
る
（
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
参
照
）。

　

呼
び
か
け
た
の
は
、「
部
落
解
放
同
盟
練
馬
支
部
」、「
練

馬
教
育
問
題
交
流
会
」、「
戦
争
に
協
力
し
な
い
！
さ
せ
な

い
！
練
馬
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
属
す
る
個
人
三
名
。「
貴
あ
れ

ば
賤
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
賛
美
と

部
落
差
別
は
表
裏
一
体
の
関
係
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
学
校
現
場
で
の
強
制
の
問
題
は
、「
日

の
丸
・
君
が
代
」
が
天
皇
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
天

皇
制
の
問
題
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
卒
業
証
書
の
元
号

表
記
も
、
天
皇
制
と
関
わ
る
問
題
だ
。

　

練
馬
に
お
け
る
反
戦
平
和
運
動
は
、
練
馬
駐
屯
地
、
朝

霞
駐
屯
地
と
い
う
二
つ
の
陸
上
自
衛
隊
の
駐
屯
地
と
向
き

合
っ
て
い
る
。
現
在
、
反
戦
運
動
は
、
戦
死
傷
者
を
出
す

こ
と
を
前
提
に
し
た
自
衛
隊
へ
の
再
編
が
、
戦
傷
や
戦
死

を
賛
美
・
顕
彰
し
、
戦
死
者
を
追
悼
す
る
儀
礼
や
装
置
の

強
化
へ
と
必
然
的
に
連
動
し
、
天
皇
と
の
結
び
つ
き
も
深

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
た
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
朝
霞
駐
屯
地
で
開
催
さ

れ
る
観
閲
式
の
概
ね
前
日
に
防
衛
省
の
メ
モ
リ
ア
ル
・
パ
ー

ク
で
行
わ
れ
る
訓
練
中
に
事
故
死
し
た
隊
員
な
ど
を
追
悼

す
る
式
典
は
、「
現
代
版
の
靖
国
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
朝

霞
駐
屯
地
内
に
旧
陸
軍
予
科
士
官
学
校
が
あ
っ
た
こ
と
を

記
念
す
る
「
振
武
臺
記
念
館
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

旧
軍
と
の
連
続
性
が
存
続
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、近
年
は
、

旧
陸
軍
関
係
者
の
親
睦
団
体
で
あ
る
偕
行
社
と
の
関
係
が

強
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
「
ス
ポ
ー
ツ
祭
・
東
京
」
で
は
、

練
馬
が
銃
剣
道
の
会
場
に
な
り
、
区
内
の
都
立
高
校
生
が

選
手
と
し
て
参
加
し
た
り
、
大
会
運
営
の
支
援
に
動
員
さ

れ
た
り
し
た
。
接
近
戦
で
敵
を
突
き
殺
す
技
を
磨
く
こ
と

に
淵
源
を
有
す
る
銃
剣
道
は
、
自
衛
隊
の
み
で
行
わ
れ
て

い
る
「
競
技
」
だ
。
反
戦
運
動
と
し
て
も
、
天
皇
の
下
に

国
民
を
統
合
す
る
国
家
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
国
民
体
育
大
会

で
、
そ
れ
が
行
わ
れ
、
生
徒
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
は
見
過

ご
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
直
近
で
は
、「
自
衛
隊
の
街
」
化

の
中
で
、
靖
国
神
社
で
職
業
体
験
を
し
た
中
学
生
が
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
問
題
化
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
国
際=

国
家
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
新
天
皇
が

内
外
に
そ
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
と
な
る
「
二
〇
二
〇

東
京
五
輪
」
に
向
け
た
動
き
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
朝
霞

駐
屯
地
が
、
射
撃
会
場
と
な
る
。
ま
た
、
朝
霞
駐
屯
地
に

は
自
衛
隊
体
育
学
校
が
あ
る
。
自
衛
隊
員
ア
ス
リ
ー
ト
を

使
っ
た
児
童
生
徒
向
け
の
宣
撫
工
作
も
、
強
め
ら
れ
る
に

違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
天
皇
代
替
わ
り
が
天
皇
制
強
化
を
も
た
ら

す
こ
と
へ
の
危
機
感
は
、
様
々
な
運
動
に
関
わ
っ
て
い
る

人
た
ち
の
間
で
も
、
驚
く
ほ
ど
薄
い
。「
護
憲
天
皇
」
賛
美

の
声
す
ら
、
少
な
く
な
い
。
恐
る
べ
し
、「
明
仁
・
美
智
子

天
皇
制
」
!!
「
安
倍
政
治
を
許
さ
な
い
！
陛
下
と
共
に
憲

法
を
護
れ
」
っ
て
か
!?

　

思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
。
安
保
法
制
整
備
は
、「
自
衛

権
」
は
個
別
的
自
衛
権
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
集
団

安
全
保
障
へ
の
参
加
も
、
集
団
的
自
衛
権
も
、
邦
人
保
護

を
理
由
と
し
た
自
衛
隊
の
任
務
の
拡
大
も
、
み
ん
な
「
自

衛
権
」
に
含
ま
れ
る
か
ら
可
能
と
い
う
ウ
ル
ト
ラ
解
釈
改

憲
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
権
力
を
縛
る
た
め
の
憲
法
を
規

制
緩
和
す
る
手
法
を
、
明
仁
は
駆
使
し
て
き
た
。
明
仁
は
、

「
皆
さ
ん
と
共
に
憲
法
を
護
り
」
と
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」

で
述
べ
た
。
こ
れ
は
、「『
天
皇
は
象
徴
』
だ
と
憲
法
に
書

い
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
護
れ
よ
」
と
い
う
象
徴
天
皇

制
国
家
で
あ
る
こ
と
の
国
体
明
徴
宣
言
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
憲
法
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
書
い
て
な
い
な
ら
何
や
っ

た
っ
て
い
い
ん
だ
」
と
、「
こ
れ
し
か
や
る
な
」
と
縛
ら
れ

て
い
た
は
ず
の
国
事
行
為
を
逸
脱
し
た
行
為
を
拡
大
し
、

「
出
自
故
に
貴
い
存
在
だ
か
ら
敬
う
の
が
当
然
」「
貴
い
存

在
に
慈
し
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
」
と
い
う
不

平
等
を
前
提
と
し
た
権
威
主
義
的
心
性
を
浸
透
さ
せ
て
き

た
。
こ
ん
な
明
仁
の
ど
こ
が
「
護
憲
」
か
!?

　

だ
が
、
こ
う
し
た
批
判
を
す
る
こ
と
自
体
が
、「
唇
寒
し
」

の
状
態
だ
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
象
徴
天
皇
制
の
問

題
性
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、今
回
の
「
集
い
」

を
企
画
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
「
集
い
」
を
通
し
て
、
有

効
な
代
替
わ
り
批
判
の
論
理
や
取
り
組
み
方
を
模
索
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
区
内
外
の
方
に
、
参
加
を
訴

え
る
次
第
で
あ
る
。

ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会
準
備
会

池
田
五
律



9 ●反天皇制運動Alert

　

二
〇
一
七
年
に
Ｙ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
！
で
検
索
さ
れ
た
単
語
の

ラ
ン
キ
ン
グ
で
第
一
位
に
な
っ
た
の
は
、「
忖
度
」
と
い
う

言
葉
だ
っ
た
そ
う
だ
。
忖
度
と
は
言
わ
れ
て
も
い
な
い
の

に
、
過
剰
に
気
を
遣
っ
て
、
行
動
す
る
こ
と
を
指
す
。
だ

が
そ
の
背
景
に
は
、
そ
う
し
か
行
動
で
き
な
い
よ
う
な
圧

力
が
存
在
し
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
弾
圧
が
あ
る
の
が
現
実

だ
。
わ
た
し
が
当
事
者
と
し
て
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ

た
一
六
年
前
の
『
Ｅ
Ｔ
Ｖ
二
〇
〇
一
』
番
組
改
変
事
件
で
も
、

こ
の
「
忖
度
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
職
場
で
流
行
し

た
。
東
京
高
裁
の
判
決
は
、番
組
を
放
送
す
る
に
あ
た
っ
て
、

一
番
大
切
な
放
送
の
自
立
、
編
集
権
を
損
ね
た
の
は
、
政

治
家
の
言
葉
を
「
忖
度
」
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
側
に
あ
り
、
不

法
行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
現
場
の
わ
た
し
と
し
て
は
、

「
忖
度
」
で
は
な
く
、「
弾
圧
」
と
認
定
し
て
ほ
し
か
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
政
治
家
の
存
在
を
判
決
文
に
明
記
し
た
こ
と
に

意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。
政
治
家
の
ひ
と
り
は
現
総
理
大

臣
で
あ
る
。

　

さ
て
今
回
の
本
の
こ
と
を
語
り
た
い
。
こ
れ
は
、
五
年

前
、
写
真
家
の
安
世
鴻
さ
ん
が
、
新
宿
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
と

い
う
名
の
あ
る
会
場
で
、
展
示
す
る
こ
と
を
選
定
委
員
会

か
ら
頼
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
前
に
な
っ
て

中
止
が
宣
告
さ
れ
た
事
件
を
め
ぐ
る
裁
判
の
記
録
で
あ
る
。

事
件
が
起
き
た
時
、
わ
た
し
は
自
分
の
身
に
降
り
か
か
っ

た
出
来
事
と
同
じ
だ
と
思
っ
た
。
新
宿
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
で

写
真
展
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
わ
た
し
が
勤
務
す
る

武
蔵
大
学
の
向
か
い
の
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
古
藤
」
で
開
こ
う
。

反
天
連
を
は
じ
め
た
く
さ
ん
の
方
た
ち
が
力
を
結
集
し
、
無

事
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
市
民
の
手
作
り
の
力

で
も
が
ん
ば
っ
て
や
れ
る
の
に
、
展
示
の
プ
ロ
で
あ
る
ニ
コ

ン
が
腰
砕
け
に
な
る
の
か
、
情
け
な
い
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
も
の
だ
。

　

裁
判
の
当
事
者
の
安
さ
ん
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
毅

然
と
し
た
態
度
だ
っ
た
。
表
現
の
自
由
が
奪
わ
れ
た
の
だ
か

ら
、
表
現
者
と
し
て
闘
う
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
真
相
の

究
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
被
害
に
遭
っ
た
「
元
慰

安
婦
」
の
女
性
た
ち
の
尊
厳
の
回
復
に
も
つ
な
が
る
…
…
。

ま
っ
す
ぐ
な
態
度
は
清
々
し
く
、
応
援
す
る
側
も
背
筋
が

ぴ
ん
と
伸
び
る
思
い
が
し
た
。

　

裁
判
を
始
め
る
前
は
、
中
止
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
憶
測
が
な
さ
れ
た
。
ニ
コ
ン
は
兵
器
産
業
で
あ
る
三

菱
重
工
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
慰
安
婦
問
題
が
地
雷
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
株
主
総
会
を
乗
り
切
る
た
め
に「
忖
度
」

し
た
の
で
は
な
い
か
。
ぜ
ひ
裁
判
の
な
か
で
ほ
ん
と
う
の

事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
だ
か
ら
裁
判
闘
争
の

名
前
を
「
教
え
て
ニ
コ
ン
さ
ん
！
」
と
決
め
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
本
で
は
、
裁
判
実
務
の
先
頭
に
立
っ
た
李
春
煕
弁

護
士
の
、
五
年
間
の
状
況
分
析
が
精
緻
に
な
さ
れ
て
お
り
、

圧
巻
だ
。
そ
れ
は
将
棋
に
例
え
れ
ば
、
感
想
戦
の
よ
う
で

あ
り
、
裁
判
を
ど
の
よ
う
に
闘
お
う
と
し
た
か
、
手
の
内

を
す
べ
て
晒
し
て
い
て
面
白
い
。

　

ニ
コ
ン
の
言
い
分
は
二
転
三
転
し
た
。
最
初
は
安
さ
ん
自

身
が
写
真
展
を
政
治
利
用
し
趣
旨
を
裏
切
っ
た
、
在
特
会
な

ど
の
攻
撃
か
ら
安
さ
ん
の
身
を
守
る
た
め
に
、
安
全
上
の
措

置
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
ニ
コ
ン
は
恩
恵
や
善
意
で
写
真
展
を

開
い
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
や
か
く
言
わ
れ
る

筋
合
い
は
な
い
。
少
し
乱
暴
だ
が
、
ニ
コ
ン
は
こ
の
よ
う
に

主
張
し
た
。
し
か
し
、途
中
か
ら
言
い
分
は
変
わ
っ
て
い
く
。

ニ
コ
ン
は
私
企
業
で
あ
り
、
企
業
防
衛
の
観
点
か
ら
中
止

は
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
。
こ
れ
に
は
一
理
は
あ
っ

た
。
在
特
会
の
攻
撃
は
ロ
ー
ト
製
薬
な
ど
に
対
し
て
苛
烈

な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
恐
れ
る
の
も
無
理
は
な

い
。
裁
判
官
が
そ
ち
ら
に
軍
配
を
あ
げ
た
ら
ど
う
し
よ
う

と
、
支
援
者
の
ひ
と
り
の
わ
た
し
も
思
わ
な
い
で
も
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
弁
護
団
の
追
及
は
手
を
緩
め
な
い
見
事
な

も
の
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
攻
撃
は
、
リ
ア
ル
な
も
の
で
は
な

く
、
２
ち
ゃ
ん
ね
る
な
ど
の
ネ
ッ
ト
上
で
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
も
「
ｗ
」
マ
ー
ク
、
つ
ま
り
「
笑
い
」
が
多
分
に
含

ま
れ
て
お
り
、
な
ん
ち
ゃ
っ
て
の
要
素
が
強
か
っ
た
。
ネ
ッ

ト
攻
撃
の
リ
ア
ル
な
実
態
に
ニ
コ
ン
は
う
と
く
、
過
剰
に

反
応
し
た
の
だ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
わ
か
っ
た
の
は
、
担

当
者
が
中
止
を
判
断
し
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
れ
以
上
揉
め

れ
ば
「
上
司
か
ら
怒
ら
れ
る
」。
だ
か
ら
安
さ
ん
に
は
泣
い

て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
組
織
に
お
け
る

身
の
保
身
や
上
下
関
係
の
忖
度
こ
そ
が
、
中
止
の
理
由
だ
っ

た
の
だ
。
こ
の
身
も
ふ
た
も
な
い
真
相
は
、裁
判
の
な
か
で
、

ニ
コ
ン
の
幹
部
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
脆
弱
さ
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。
脆
弱
さ
は
日
本

社
会
い
た
る
と
こ
ろ
に
蔓
延
し
て
い
な
い
か
。

　

裁
判
長
は
、
公
判
の
最
後
で
ニ
コ
ン
に
質
問
を
し
て
い

る
。
そ
れ
は
私
企
業
と
い
え
ど
も
、
表
現
の
場
を
提
供
す

る
立
場
の
人
間
と
し
て
、
簡
単
に
引
き
下
が
っ
て
よ
い
も

の
か
と
い
う
趣
旨
の
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
本
は
、
日
本
の
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
裁
判
の
な
か

で
、珍
し
く
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
で
終
わ
っ
た
顛
末
の
デ
ィ

テ
ー
ル
が
記
さ
れ
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
行
動
の
ヒ
ン
ト
に

な
る
と
信
じ
る
。
ぜ
ひ
多
く
の
方
た
ち
に
読
ん
で
ほ
し
い
。

（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
七
年
九
月
、
二
四
〇
〇
円
＋
税
）

『
誰
が
〈
表
現
の
自
由
〉
を
殺
す
の
か
〜
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
「
慰
安
婦
」
写
真
展
中
止
事
件
裁
判
の
記
録
』

永
田
浩
三
（
武
蔵
大
学
教
授
・
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、「
表
現
の
不
自
由
展
」
共
同
代
表
）
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か
つ
て
必
要
が
あ
っ
て
、
一
九
六
五
年
当
時
の
日
韓
条

約
締
結
に
関
わ
る
国
会
審
議
の
様
子
を
新
聞
記
事
に
基
づ

い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
不
明
な
こ
と
が
多
く
、
議
事

録
を
取
り
寄
せ
た
ら
、
質
疑
内
容
に
関
す
る
印
象
は
一
変

し
た
。
戦
後
「
反
戦
・
平
和
勢
力
」
の
、
国
会
に
お
け
る

重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
社
会
党
議
員
が
、
対
韓
植
民
地

支
配
責
任
を
問
う
形
で
の
「
戦
後
処
理
」
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、
敗
戦
時
に
在
韓
し
て
い
た
日
本
人
植
民
者
が
混

乱
の
最
中
で
彼
の
地
に
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
財

産
」
の
回
復
・
確
保
が
、
締
結
す
べ
き
条
約
に
関
わ
っ
て

の
主
要
な
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
一
驚
し
た
。
こ
れ
に
関

し
て
は
、
植
民
者
を
動
員
し
た
日
本
国
家
が
負
う
べ
き
責

任
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
対
韓
請
求
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ

う
。

　

時
代
は
下
っ
て
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
オ
ウ
ム
真
理
教

教
祖
の
公
判
で
の
弁
護
側
と
検
察
側
の
や
り
取
り
を
、
某

紙
一
面
の
全
面
を
使
う
記
事
で
読
ん
だ
。
全
面
を
使
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
さ
ぞ
詳
し
く
、
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
た
節
が
我
な
が
ら
あ
っ

た
。
後
日
、
そ
の
応
酬
を
引
用
す
る
た
め
に
公
判
記
録
を

読
む
と
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
要
旨
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
印
象
を
受
け
た
。
同
紙
の
要
約
記
事
は
、
法
廷
に

お
け
る
教
祖
の
、「
異
様
」
か
つ
「
不
真
面
目
な
」
ふ
る
ま

い
に
関
す
る
ト
書
き
的
な
叙
述
が
多
く
、
弁
護
人
の
重
要

な
発
言
を
軽
視
な
い
し
は
無
視
し
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
会
や
裁
判
で
交
わ
さ
れ
た
当

事
者
間
の
問
答
・
論
議
を
検
証
す
る
に
は
原
資
料
に
当
た

る
こ
と
の
重
要
性
を
学
ん
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
の
中
継
は
、
質
疑
・
問
答
の
あ
り
よ
う
を
じ
か

に
確
認
で
き
て
、
本
来
な
ら
よ
い
の
だ
が
、
時
間
の
関
係

上
そ
れ
は
で
き
な
い
場
合
が
多
く
、
加
え
て
、
昨
今
の
国

会
審
議
の
惨
状
を
思
う
と
、
そ
も
そ
も
見
聞
き
す
る
に
堪

え
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
先
に
立
つ
。
機
会
あ
っ
て
稀

に
見
聞
き
し
た
り
す
る
と
、
両
者
の
言
動
に
対
す
る
賛
否

以
前
に
、「
言
葉
を
交
わ
す
」
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
人
間

が
こ
こ
ま
で
大
量
に
登
場
し
て
い
る
事
実
を
知
っ
て
、
こ

こ
ろ
が
塞
ぐ
。
だ
が
、
ネ
ッ
ト
上
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
で
は
、
忍
耐
力
の
あ
る
人
が
、
あ
ま
り
に
ひ

ど
い
ケ
ー
ス
を
動
画
入
り
で
報
告
し
て
く
れ
る
場
合
が
、

昨
今
は
あ
る
。
今
次
臨
時
国
会
で
の「
討
論
」に
関
し
て
も
、

そ
れ
を
通
し
て
、
い
く
つ
か
の
「
シ
ー
ン
」
を
垣
間
見
た
。

野
党
議
員
の
持
ち
時
間
を
大
幅
に
削
っ
て
ま
で
質
問
を
し

た
い
と
望
ん
だ
与
党
議
員
と
閣
僚
た
ち
が
、
驚
く
べ
き
「
醜

態
」
を
さ
ら
し
て
い
た
。

　

青
山
繁
晴
や
山
本
一
太
な
ど
が
行
な
っ
た
質
問
は
こ
こ

に
引
用
す
る
の
も
憚
ら
れ
る
内
容
（
正
し
く
は
、
無
内
容
）

な
の
で
、
そ
れ
は
し
な
い
。
し
た
く
な
い
。
こ
の
間
、
私

自
身
も
そ
う
思
い
、
何
度
か
書
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

連
中
の
狙
い
目
は
、
有
権
者
が
国
会
審
議
の
ひ
ど
さ
に
呆

れ
、
も
は
や
、
今
ま
で
以
上
に
政
治
へ
の
、
国
会
へ
の
関

の

夢
は
夜
ひ
ら
く
91

み
た
び

心
を
喪
失
し
、
政
府
・
与
党
の
や
り
た
い
放
題
で
こ
の
国

の
運
営
が
で
き
る
状
態
を
出
来
さ
せ
た
い
の
で
は
な
い
か

と
呟
く
人
を
、
今
回
は
ち
ら
ほ
ら
と
見
か
け
た
。
さ
も
あ

り
な
ん
。

　
「
ひ
ど
さ
に
呆
れ
」
と
言
え
ば
、
否
応
な
く
思
い
出
す
ひ

と
つ
の
文
章
が
あ
る
。
テ
ー
マ
が
若
干
変
わ
る
が
、
以
下

に
引
用
し
て
み
る
。「
天
皇
と
い
う
も
の
は
本
来
純
粋
培
養

で
、
貴
族
同
士
の
結
婚
に
よ
っ
て
段
々
痩
せ
衰
え
て
ゆ
き
、

ひ
と
つ
の
生
物
の
標
本
と
な
る
。
ジ
ガ
蜂
の
よ
う
に
グ
ロ

テ
ス
ク
に
な
っ
て
し
ま
い
、
国
民
が
そ
れ
を
見
て
、
な
る

ほ
ど
俺
た
ち
の
象
徴
と
い
う
の
は
こ
ん
な
ん
な
ん
だ
ナ
と

い
う
ふ
う
に
眺
め
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
民
間
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
た
い
へ
ん
健
康
な
子

ど
も
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」

　

こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
作
家
・
深
沢
七
郎
。
時
期
は
、

現
天
皇
夫
妻
が
結
婚
し
て
間
も
な
い
一
九
六
〇
年
。
掲
載

誌
は
、
講
談
社
が
現
在
も
刊
行
を
続
け
て
い
る
文
芸
誌
『
群

像
』。
深
沢
が
書
い
た
高
級
落
語
（
吉
本
隆
明
に
よ
る
命
名
）

「
風
流
夢
譚
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ

だ
っ
た
と
知
れ
よ
う
。
深
沢
の
、
こ
の
暗
喩
的
な
表
現
は

何
を
語
っ
た
の
か
。
こ
の
国
で
は
、
自
覚
的
な
意
識
化
作

業
に
よ
る
精
神
革
命
を
経
て
の
天
皇
制
の
廃
絶
も
、
他
国

で
は
あ
り
ふ
れ
た
歴
史
的
事
象
で
あ
っ
た
物
理
的
な
処
断

=

「
王
」
の
処
刑
に
よ
る
王
政
廃
絶
も
、
い
ず
れ
も
不
可
能

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
い
か
に
も
彼
ら
し
い
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

私
は
こ
こ
で
天
皇
制
の
こ
と
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
代
議
制
に
対
す
る
私
た
ち

の
絶
望
の
度
合
い
は
、
天
皇
制
に
関
わ
る
深
沢
の
こ
の
吐

露
に
近
い
も
の
に
達
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
私
は
、
こ

の
先
ど
う
し
た
も
の
か
と
お
ろ
お
ろ
歩
い
て
い
る
さ
ま
を
、

そ
の
ま
ま
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
月
三
日
記
）

代
議
制
に
絶
望
し
て
、
お
ろ
お
ろ
歩
き
…
…
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一
一
月
二
三
日
「
立
川
自
衛
隊
監
視
テ
ン
ト
村
」
の
宣

伝
カ
ー
が
、ま
た
右
翼
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
破
壊
さ
れ
た
。

「
防
災
航
空
祭
」
へ
の
抗
議
活
動
の
帰
り
の
こ
と
、
二
四

日
に
発
せ
ら
れ
た
テ
ン
ト
村
の
抗
議
声
明
に
よ
る
と
、
車

内
の
運
転
手
に
激
し
い
罵
声
を
浴
び
せ
な
が
ら
七
〜
八
名

の
右
翼
が
車
を
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
に
す
る
暴
行
、
そ
れ
な
の

に
一
〇
名
ほ
ど
の
制
服
警
官
は
や
ら
せ
放
題
。
そ
れ
は
、

こ
の
日
の
行
動
へ
の
攻
撃
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
直
後

の
一
一
月
二
六
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
「
終
わ
り
に
し
よ

う
天
皇
制
大
集
会
・
デ
モ
」
へ
の
事
前
攻
撃
で
あ
る
こ

と
は
、
殴
り
な
が
ら
の
「
二
六
日
は
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
ね

え
ぞ
」
の
発
言
に
、
明
白
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

　

当
然
、
一
一
月
二
六
日
の
集
会
と
デ
モ
を
、
私
た
ち
は

か
な
り
緊
張
し
て
迎
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
は
、
警

察
の
対
右
翼
警
備
は
ハ
ー
ド
で
、
デ
モ
隊
や
宣
伝
カ
ー
に

殴
り
か
か
る
右
翼
も
あ
る
程
度
ま
で
は
や
ら
せ
放
題
と
い

う
、
い
つ
も
の
脅
迫
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
、

山
の
よ
う
な
機
動
隊
に
囲
ま
れ
、
右
翼
と
の
混
乱
は
少
な

い
行
動
と
な
っ
た
。
権
力
は
、
右
翼
の
暴
力
を
活
用
し
つ

つ
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

　

一
一
月
二
九
日
、
大
阪
で
持
た
れ
た
「
天
皇
代
替
り
に

異
議
あ
り
！
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
」
集
会
へ
私
は
向

か
っ
た
。「
天
皇
代
替
り
に
異
議
あ
り
！
関
西
連
絡
会
」（
仮

称
）
へ
向
か
う
ス
テ
ッ
プ
の
集
ま
り
の
講
師
と
し
て
、
ま

ず
、「
立
川
テ
ン
ト
村
」
の
車
へ
の
暴
行
の
レ
ポ
ー
ト
か

ら
話
を
始
め
た
。

天野恵一

天
皇
一
族
の
存
在
と
マ
ス
コ
ミ
賛
美
報
道
と
右
翼
の
暴
力
と
の

関
係

│
〈
壊
憲
天
皇
明
仁
〉
そ
の
16　

右
翼
の
暴
力
と
マ
ス
コ
ミ
の
天
皇
賛
美
（
と
て
つ
も
な

く
立
派
な
「
人
柄
」）
報
道
に
よ
る
「
神
聖
化
」
と
、
絶

対
敬
語
の
皇
室
報
道
、
皇
室
批
判
の
タ
ブ
ー
と
、
右
翼

の
「
国
賊
！
」
攻
撃
こ
そ
が
、
実
は
「
不
敬
」
許
さ
じ
の

ム
ー
ド
で
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
な
が
ら
話
す

う
ち
、
本
島
長
崎
市
長
の
〈
昭
和
天
皇
に
戦
争
責
任
は
あ

る
〉
と
の
あ
た
り
ま
え
の
発
言
に
右
翼
が
銃
弾
を
浴
び
せ

た
一
九
九
〇
年
一
月
一
八
日
の
こ
と
と
、
そ
れ
に
抗
議
す

る
た
め
に
緊
急
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
「
タ
ブ
ー
な
き
言
論

の
自
由
を
！
」「
本
島
長
崎
市
長
襲
撃
に
抗
議
し
大
い
に

天
皇
制
の
論
議
を
集
会
」（
同
年
二
月
二
三
日
）
の
こ
と

を
思
い
出
し
た
。

　

こ
の
集
会
の
数
多
く
の
発
言
者
の
一
人
、
作
家
の
桐
山

襲
は
、「
言
論
の
自
由
は
、
常
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
暴
力
に
よ
っ
て
封
ず
る
と

い
う
行
為
は
、
断
固
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ

と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
の
、
皇
太
子
浩
宮
の
発
言

に
ふ
れ
つ
つ
、
こ
う
論
じ
た
。

　
「
…
…
右
翼
の
テ
ロ
が
あ
る
た
び
に
、
民
主
主
義
は
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
言
論
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
憲
法
の
言
論
の
自
由
は
権
利
と
し
て
保

障
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
を
破
る
右
翼
テ
ロ
は
悪
で
あ
る
と

い
う
、
お
題
目
だ
け
が
い
く
た
び
も
い
く
た
び
も
繰
り
返

さ
れ
て
き
た

│
そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
／
確
か
に
戦
後
憲
法
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
右
翼

の
テ
ロ
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

が
理
念
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
決
し
て
そ
れ
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
翼
の

テ
ロ
は
、
理
念
的
に
否
定
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
憲

法
違
反
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
厳
然
と
し
て
こ
こ
に

あ
る
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
／
で
す
か
ら
必

要
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
お
題
目
だ
け
を
唱
え
る
時
代
を

も
う
や
め
よ
う
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
時
代
は
終
わ
り

に
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
お
題
目
を
唱
え
る
か
わ
り
に
、

右
翼
に
対
し
て
具
体
的
に
一
つ
一
つ
反
撃
を
加
え
て
い
く

こ
と
で
は
な
い
か
」。

　

桐
山
は
、
ど
ん
な
少
人
数
の
抗
議
集
会
で
も
、
行
動
を

起
こ
す
こ
と
こ
そ
大
切
と
力
説
し
て
い
た
。

　

私
は
、
こ
の
集
会
の
ラ
ス
ト
に
、
主
催
者
と
し
て
桐
山

の
発
言
を
受
け
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
天
皇
賛
美
漬
け
の
報
道

こ
そ
が
「
あ
の
テ
ロ
を
誘
発
し
た
」、天
皇
賛
美
（
タ
ブ
ー
）

報
道
と
右
翼
の
テ
ロ
の
因
果
関
係
を
踏
ま
え
る
べ
き
と
論

じ
、
思
想
（
発
言
）
の
自
由
は
、
今
こ
そ
天
皇
制
批
判
の

声
を
上
げ
る
行
動
を
通
し
て
こ
そ
語
ら
れ
る
べ
き
だ
と
論

じ
て
こ
う
主
張
し
た
。

　
〈
右
翼
の
テ
ロ
や
マ
ス
コ
ミ
・
タ
ブ
ー
を
引
き
出
し
て

い
る
の
は
、
象
徴
天
皇
制
と
い
う
制
度
の
存
在
、
王
様
や

王
様
の
一
族
の
存
在
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
彼
ら
に
よ
っ

て
私
た
ち
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
保

証
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
わ
け
で
す
。
あ
あ
い
う

発
言
の
欺
瞞
性
と
偽
善
性
を
深
く
自
覚
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
〉（『
タ
ブ
ー
な
き
言
論
の

自
由
を
』
10
・
23
集
会
実
編
・
凱
風
社
）。

　

問
題
は
、
い
ま
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。

18
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天皇教という言葉もある通り、天皇一家の宗教
としての振る舞いは、これから予定されている代
替わり儀式において、もっとも濃密にあらわれる
場面となる。メディアに映るのは民衆の素朴な信
仰を装っているが、天皇教はあまたの宗教と違い
当たり前のように公共予算を食いつぶす。法律(憲
法 ) によって存在を許されながら、その法律を無
視し、ゆがめ続けることも天皇の十八番である。
2016 年 7 月から始まる「生前退位」騒動は、代
替わりを円滑に進めようという天皇と支配層の都
合ばかりが通りすぎている。特例という名の茶番
は、天皇制自体がかかえ持ってきた混乱でしかな
いことを思い起こすべきだ。
　この宗教の原理主義者というべき人たちは長い
間、「日の丸・君が代」をはじめとする選別の道
具を用いて、異端をあぶりだしては、官民あわせ
たむき出しの暴力をちらつかせてきた。
　一方、今の天皇は原理主義色を薄めることも意
図しながら、被災地を含め少数派と思しき人々へ
の「慰問」に精を出し、より幅広い信仰のすそ野
を広げようと「仕事」してきている。今回オリ
ンピック開催を前に譲位しようとする天皇の意図
も、穏健さの表れとして好意的に解釈されがちだ。
しかしその作業は、身分等の差別を含んで広がる
格差をあたかも平らに地ならしするように装いな
がら、その作業をする天皇自身は、格差の頂点あ
るいは格差の枠外に座り続けるという理不尽をあ
らわしているのである。
　もちろん日本の中だけでない。アメリカから
やってきたトランプのような乱暴な人気取り差別
主義者でさえ、天皇一家の儀礼的空間をくぐれば、
彼の犯罪性を薄めるかのような政治的効果を生み

出したりもする。天皇は、かつて自分の親たちが
侵略戦争でアジアの地を血で染めたことを原理主
義の行き過ぎとしてしか顧みないのだろうか。近
い将来、短絡的で好戦的な支配者たちが朝鮮半島
で一線をこえることがあれば、天皇たちは静かな
お墨付きを与えるのだろうか。
　今、代替わり儀式のみならず、天皇のあり方を
問うこと自体に委縮する状況ではある。これまで
述べてきたような「平和天皇」の姿は、天皇制に
異を唱える存在に対する右翼の暴力と、それを黙
認する警察によってはじめて成り立っている。こ
のことを放置し看過すれば、表面的な政治変革さ
えまっとうされないし、格差の下層におかれた
人々が孤立した末に天皇教のようなまがいものに
しか希望を見いだせないという悪循環が続くこと
になってしまう。
　天皇代替わり儀式は、そもそも血縁が（男子を
通してのみ）長い歴史を経て続くという天皇一家
の宣伝の場であり、いつわりの権威づけの核心で
もある。その思想のために、どれだけの性差別と、
優生思想とが生み出され、どれだけの生身の人間
が絶望の淵へと追い込まれたことか。結集された
怒りこそが天皇制、天皇制的なものを終焉に追い
込み、真に素朴な関係性で人が生きる社会へと展
望を開くだろう。
　天皇制はいらない ! 天皇制を終わりにしよう !

  2017 年 11 月 26 日  
集会参加者一同

終わりにしよう天皇制11.26集会＊集会宣言・抗議声明

終わりにしよう天皇制 11.26 集会
集会宣言・抗議声明

首都圏の天皇制問題を考えてきたグループ・個人で構成されるこの 11.26 集会実行委員会に
は、反天連も全力でコミットしてきた。というわけで、当日の集会宣言と、その 3 日前の宣
伝カーへの右翼テロに対する実行委の抗議声明だ。これからもこの実行委は続く。ご支援を !
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●抗議声明「天皇主義右翼による、立川テント村
宣伝カー破壊を許さない。暴力に萎縮せず、反天
皇制の声を大きく上げよう !」

11 月 23 日、陸上自衛隊立川駐屯地で行われた
「防災航空祭」に抗議していた、地域の反戦・反
基地団体「立川自衛隊監視テント村」の宣伝カー
が、街宣右翼によって 1 時間にわたる攻撃を受け、
フロントガラスやサイドミラー、ランプなどが破
壊されるという事態が起こった。
　テント村の宣伝カーは、昨年 11 月 20 日の吉祥
寺で行われた「天皇制いらないデモ」でも襲撃・
破壊されている。今回も襲撃者が「去年今年とよ
く壊れる車だなあ」「26 日はこんなもんじゃねえ
ぞ」と口にしていたことからも明らかなように、
右翼の目的は、反基地運動に対する襲撃であると
同時に、明日、11 月 26 日に私たちが行なおうと
している「終わりにしよう天皇制 大集会・デモ」
への攻撃であったことは明らかだ。同宣伝カーが、
この間の反天皇制デモの先導を務めていることを
知った（知らされた ?）右翼が、この宣伝カーを
狙い撃ちにしたのである。今回、とりわけ防災航
空祭抗議行動の終了後、撤収中の宣伝カーを街宣
車で取り囲んで執拗に襲撃したことは、それがた
んに偶発的な事態ではなく、 きわめて計画的な犯
行だったことを物語る。さらに、私服公安警察や
立川署警備課の警察官も、目の前で起こっている
破壊行為を黙認していた。天皇主義右翼と警察と
が馴れ合って、白昼堂々、好き放題の蛮行がなさ
れたという事実を、私たちは決して許さない。
　こうした天皇主義者による暴力、それは「平和
天皇」「護憲天皇」と賛美され、いわゆる「リベ

ラル」層からも評価の高い明仁天皇制もまた、現
実には暴力によって支えられていることを明らか
にする。
　世襲の君主という特権身分が「日本国および日
本国民統合の象徴」として据えられている。この
天皇制という差別的な制度の存在自体が、「絶対
敬語」や「人格賛美」を通じて、特別な存在に
対するタブー意識を日々作り出し、天皇制の前に
は私たちの人権や権利は制約されてもやむを得な
い、とする感性を生み出す。右翼の暴力は、間違
いなくそのような意識の上に乗って存在し続けて
いるのだ。
　右翼暴力の目的は運動を萎縮させることにあ
り、警察もまた右翼暴力を利用して運動に介入し
ようと絶えず目論んでいる。だからこそ私たちは、
いま、敢えて天皇制反対という声を明確に上げて
いかなければならない。
　「終わりにしよう天皇制 大集会・デモ」（11/26 
13:00 千駄ヶ谷区民会館）に結集し、各地域・現
場で反天皇制の声を上げていこう。

　2017 年 11 月 25 日 
終わりにしよう天皇制 11・26 集会実行委員会

★テント村へカンパを ! ★
　立川自衛隊監視テント村
　　立川市富士見町 2-12-10-504
　　tento72@yahoo.co.jp
　　カンパ振込先⇒
　　　郵便振替 00190-2-560928
　　　（口座名「立川自衛隊監視テント村」）
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【
11
月
1
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
宮
内
庁
が
、
明
仁
、
美
智
子

が
６
日
午
前
に
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
夫
妻
を
皇

居
・
御
所
に
招
い
て
会
見
す
る
と
発
表
。

徳
仁
、
雅
子
◆
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
状

況
を
視
察
す
る
た
め
と
し
て
、
東
北
新
幹
線
で

宮
城
県
入
り
。
仙
台
駅
に
到
着
後
、
名
取
市
に

あ
る
災
害
公
営
住
宅
を
訪
問
。
集
会
室
で
宮
城

県
の
村
井
嘉
浩
知
事
と
名
取
市
長
か
ら
復
興
状

況
を
聴
い
た
後
、
被
災
者
の
住
民
８
人
と
懇
談

し
、
近
く
の
慰
霊
碑
に
供
花
。
亘
理
町
を
訪
れ
、

特
産
品
の
イ
チ
ゴ
の
生
産
状
況
を
確
認
す
る
た

め
、
震
災
後
に
整
備
さ
れ
た
集
出
荷
施
設
を
訪

問
。
検
品
作
業
を
見
学
し
、生
産
者
と
懇
談
。
夜
、

帰
京
。

「
内
奏
」、
任
命
・
認
証
式
◆
安
倍
晋
三
首
相
が

皇
居
で
「
内
奏
」、
首
相
任
命
式
、
閣
僚
認
証
式

に
出
席
。

「
宮
廷
文
化
」◆
京
都
御
所（
京
都
市
上
京
区
）で
、

宮
廷
文
化
を
紹
介
す
る
特
別
イ
ベ
ン
ト
が
始
ま

る
。
通
年
の
一
般
公
開
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
で

御
殿
な
ど
を
間
近
に
見
学
で
き
る
ほ
か
、
普
段

は
非
公
開
の
調
度
品
な
ど
を
展
示
し
て
い
る
と

報
道
。

【
11
月
2
日
】

明
仁
退
位
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
日
決
定
の

前
提
と
な
る
皇
室
会
議
を
12
月
に
開
く
方
向
で

検
討
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
与
野
党
対
決

が
見
込
ま
れ
る
国
会
が
12
月
９
日
ま
で
開
か
れ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
静
か
な
環
境
が
確
保
で
き

な
い
会
期
中
は
回
避
す
べ
き
だ
と
の
判
断
と
報

道
。

徳
仁
、
雅
子
◆
港
区
の
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
を

訪
れ
、世
界
的
な
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
イ
ツ
ァ
ー

ク
・
パ
ー
ル
マ
ン
の
リ
サ
イ
タ
ル
を
鑑
賞
。

「
内
奏
」・
認
証
式
◆
安
倍
信
三
首
相
が
、
皇
居

で
「
内
奏
」、
副
大
臣
認
証
式
に
出
席
。

ト
ラ
ン
プ
訪
日
警
備
◆
警
察
庁
が
、
ト
ラ
ン
プ

米
大
統
領
の
訪
日
中
の
警
戒
に
つ
い
て
、
警
視

庁
と
埼
玉
県
警
で
計
約
２
万
１
千
人
態
勢
に
な

る
こ
と
を
明
ら
か
に
。

【
11
月
3
日
】

明
仁
◆
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」
で
行
わ
れ
た

文
化
勲
章
の
「
親
授
式
」
に
出
席
。

【
11
月
4
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
在
日
ブ
ラ
ジ

ル
大
使
館
を
訪
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
初
め
て
訪
問

し
て
か
ら
50
周
年
を
記
念
し
た
展
覧
会
を
鑑
賞
。

【
11
月
5
日
】

信
子
◆
故
寛
仁
の
妻
信
子
が
、オ
ラ
ン
ダ
を
「
私

的
」
に
訪
問
す
る
た
め
、
成
田
発
の
民
間
機
で

出
発
。
国
際
青
年
会
議
所
の
世
界
会
議
開
会
式

や
総
会
に
出
席
し
、
10
日
に
帰
国
す
る
と
報
道
。

【
11
月
6
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
訪
日
中
の
ト
ラ
ン
プ
米
大
統

領
と
妻
の
メ
ラ
ニ
ア
を
皇
居
・
御
所
に
招
き
懇

談
。
宮
内
庁
に
よ
る
と
、
明
仁
が
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
に
「
両
国
は
か
つ
て
戦
争
を
し
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の
友
好
関
係
、
米
国
か

ら
の
支
援
に
よ
り
、
今
日
の
日
本
が
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
」。
訪
日
の
感
想
を
尋
ね
る
と
、
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
「
安
倍
晋
三
首
相
と
北
朝
鮮
問

題
や
日
米
の
防
衛
協
力
、
通
商
問
題
な
ど
に
つ

い
て
、
充
実
し
た
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

全
て
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
日
米
関

係
は
か
つ
て
な
く
良
好
で
す
」。
懇
談
に
同
席

し
た
宮
内
庁
の
秋
元
義
孝
・
式
部
官
長
「
大
統

領
は
気
さ
く
で
親
し
み
や
す
い
面
を
出
す
一
方
、

陛
下
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た
」。
２
０
０
９
年
11

月
に
初
訪
日
し
た
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
明
仁
、

美
智
子
と
御
所
で
懇
談
し
、
面
会
し
た
際
、
深
々

と
お
辞
儀
し
た
こ
と
が
、
米
保
守
派
か
ら
「
低

姿
勢
過
ぎ
る
」
と
批
判
を
受
け
た
が
、
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
は
お
辞
儀
を
し
な
か
っ
た
と
報
道
。

天
皇
、
皇
族
◆
明
仁
、
美
智
子
が
文
化
勲
章
受

章
者
と
文
化
功
労
者
を
皇
居
・
宮
殿
に
招
き
、

小
食
堂
「
連
翠
」
で
懇
談
。
徳
仁
、
雅
子
と
秋

篠
宮
・
紀
子
が
同
席
。

【
11
月
7
日
】

明
仁
◆
「
秋
の
叙
勲
」
の
う
ち
、
大
綬
章
の
親

授
式
が
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」
で
行
わ
れ
る
。

徳
仁
、雅
子
◆
東
京
都
港
区
の
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー

ル
を
訪
れ
、
ラ
ト
ビ
ア
出
身
の
指
揮
者
ア
ン
ド

リ
ス
・
ネ
ル
ソ
ン
ス
が
音
楽
監
督
を
務
め
る
米

国
の
ボ
ス
ト
ン
交
響
楽
団
の
公
演
を
鑑
賞
。

常
陸
宮
◆
東
京
都
港
区
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た

「
ね
む
の
木
賞
」
の
贈
呈
式
に
出
席
。
ね
む
の
木

賞
は
、
美
智
子
が
作
詞
し
た
「
ね
む
の
木
の
子

守
歌
」の
著
作
権
を「
日
本
肢
体
不
自
由
児
協
会
」

に
贈
っ
た
こ
と
を
記
念
し
、
１
９
６
７
年
に
創

設
さ
れ
た
も
の
で
、
障
害
者
施
設
な
ど
で
働
く

教
員
や
看
護
師
ら
の
活
動
を
た
た
え
、
同
協
会

が
表
彰
す
る
と
報
道
。

「
秋
の
叙
勲
」
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、
皇
居
で
行

わ
れ
た
「
大
綬
章
親
授
式
」
に
出
席
。
午
後
、

皇
居
で
「
重
光
章
伝
達
式
」
に
出
席
。

【
11
月
8
日
】

明
仁
◆
参
院
本
会
議
場
で
行
わ
れ
た
第
１
９
５

特
別
国
会
の
開
会
式
に
出
席
、「
お
言
葉
」
を
述

べ
る
。

日
韓
関
係
◆
韓
国
が
７
日
の
米
韓
首
脳
夕
食
会

に
元
「
慰
安
婦
」
を
招
き
、
独
島
（
日
本
名
・

竹
島
）
近
海
の
「
独
島
エ
ビ
」
を
使
っ
た
料
理

を
振
る
舞
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
河
野
太
郎
外

相
が
、
抗
議
の
意
を
含
む
康
京
和
外
相
宛
て
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
韓
国
政
府
高
官
に
伝
え
る
。

日
米
関
係
◆
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
の
日
本
訪
問

に
つ
い
て
米
各
紙
が
、
強
固
な
日
米
同
盟
を
誇

示
す
る
つ
も
り
の
安
倍
晋
三
首
相
が
「
米
国
の

忠
実
な
相
棒
」
を
演
じ
た
と
の
見
方
を
示
し
、

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
北
朝
鮮
情
勢
を
理
由
に
米

国
製
兵
器
を
売
り
込
む
武
器
商
人
だ
っ
た
と
伝

え
る
。

辺
野
古
警
備
費
◆
米
軍
普
天
間
飛
行
場(

沖
縄

県
宜
野
湾
市
）
の
名
護
市
辺
野
古
移
設
を
巡

り
、
会
計
検
査
院
が
、
移
設
反
対
派
に
よ
る
抗

議
活
動
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
防
衛
省
沖
縄

防
衛
局
が
２
０
１
５
〜
16
年
度
、
民
間
に
発

注
し
た
海
上
警
備
業
務
の
人
件
費
が
総
額
で

１
億
８
８
８
４
万
円
過
大
だ
っ
た
と
指
摘
し
た

と
報
道
。

【
11
月
9
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
明
仁
、
美
智
子
「
主
催
」
の
秋

の
園
遊
会
が
東
京
・
元
赤
坂
の
赤
坂
御
苑
で
開

か
れ
、
各
界
の
「
功
労
者
」
約
２
千
人
が
出
席
。

徳
仁
、
雅
子
や
秋
篠
宮
、
紀
子
、
眞
子
ら
皇
族

が
出
席
。
雅
子
は
途
中
で
退
出
。

美
智
子
◆
東
京
都
渋
谷
区
のB

unkam
ura

11
月
1
日
〜
12
月
1
日
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オ
ー
チ
ャ
ー
ド
ホ
ー
ル
を
訪
れ
、
松
山
バ
レ
エ

団
が
日
中
国
交
正
常
化
45
周
年
を
記
念
し
て
公

演
す
る
新
「
白
毛
女
」
を
鑑
賞
。

徳
仁
◆
東
京
・
元
赤
坂
に
あ
る
東
宮
御
所
に
、

カ
タ
ー
ル
の
王
族
で
、
タ
ミ
ム
首
長
の
い
と
こ

に
当
た
る
ハ
マ
ド
と
ス
ヘ
イ
ム
を
招
き
、
懇
談
。

朝
鮮
半
島
情
勢
◆
神
奈
川
県
横
須
賀
市
を
拠
点

と
す
る
米
海
軍
第
７
艦
隊
が
日
、
原
子
力
空
母

３
隻
が
11
〜
14
日
に
西
太
平
洋
で
共
同
演
習
を

実
施
す
る
と
発
表
。

対
北
朝
鮮
制
裁
◆
国
連
の
女
性
差
別
撤
廃
委
員

会
に
よ
る
北
朝
鮮
へ
の
審
査
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で

あ
り
、
北
朝
鮮
の
韓
大
成
・
駐
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国

際
機
関
代
表
部
大
使
が
「
女
性
や
子
ど
も
な
ど

弱
者
が
非
人
道
的
な
制
裁
の
犠
牲
に
な
っ
て
い

る
」と
述
べ
、国
連
な
ど
の
北
朝
鮮
制
裁
を
批
判
。

【
11
月
10
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
東
京
都
渋
谷
区
の
国
連
大
学
を

訪
れ
、
自
然
と
人
間
と
の
共
生
に
貢
献
し
た
個

人
や
団
体
を
表
彰
す
る
「
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
」

の
創
設
25
周
年
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

出
席
。

【
11
月
11
日
】

美
智
子
◆
美
智
子
の
和
歌
50
首
を
ド
イ
ツ
語
に

翻
訳
し
た
歌
集
「
そ
の
一
粒
に
重
み
の
あ
り
て
」

が
17
日
に
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
る
と
、
同
国
の

出
版
社
ヘ
ル
ダ
ー
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
明
ら
か

に
。
ド
イ
ツ
紙
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ

マ
イ
ネ
電
子
版
が
、
美
智
子
の
和
歌
が
「
初
め

て
ド
イ
ツ
語
に
な
っ
た
」
と
紹
介
。

【
11
月
12
日
】

眞
子
◆
東
京
・
渋
谷
の
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記

念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
「
第
39

回
少
年
の
主
張
全
国
大
会
」
に
臨
席
。

【
11
月
13
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
サ
ン
ト
リ
ー

ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た
全
盲
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
辻
井

伸
行
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
鑑
賞
。

明
仁
退
位
◆
政
府
が
、
明
仁
が
２
０
１
９
年
３

月
に
退
位
す
る
案
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
退
位
の
儀
式
に
つ
い
て
、
可
能
な

限
り
簡
素
な
形
式
で
執
り
行
う
方
向
で
検
討
に

入
っ
た
と
報
道
。
天
皇
の
政
治
関
与
を
禁
じ
た

憲
法
４
条
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

と
判
断
し
た
た
め
で
、
海
外
か
ら
の
賓
客
を
招

か
な
い
案
も
出
て
い
る
と
、
政
府
関
係
者
が
明

ら
か
に
。

【
11
月
15
日
】

徳
仁
◆
東
京
都
江
東
区
の
日
本
科
学
未
来
館
を

訪
れ
、「
世
界
科
学
館
サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
７
」
の

開
会
式
に
出
席
。「
サ
ミ
ッ
ト
に
集
わ
れ
た
方
々

が
、
相
互
理
解
と
友
好
を
深
め
、
持
続
可
能
な

未
来
に
向
け
た
展
望
と
方
途
を
共
有
す
る
と
と

も
に
、
よ
り
良
い
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
さ

ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
を
期
待
し
ま
す
」

と
英
語
で
あ
い
さ
つ
。

砂
川
事
件
◆
駐
留
米
軍
の
合
憲
性
が
争
点
と

な
っ
た
１
９
５
７
年
の
「
砂
川
事
件
」
で
有
罪

が
確
定
し
た
男
性
ら
４
人
の
再
審
請
求
即
時
抗

告
審
で
、
東
京
高
裁
が
、
前
年
の
東
京
地
裁
決

定
を
支
持
し
、
再
審
開
始
を
認
め
な
い
決
定
を

出
す
。

【
11
月
16
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
鹿
児
島
県
の
屋
久
島
と
奄
美

群
島
を
訪
問
す
る
た
め
、
羽
田
発
の
特
別
機
で

鹿
児
島
県
入
り
。
空
路
で
屋
久
島
に
赴
き
、
約

２
年
半
前
の
噴
火
で
一
時
離
島
を
強
い
ら
れ
た

口
永
良
部
島
の
住
民
と
懇
談
。
空
路
で
奄
美
群

島
の
沖
永
良
部
島
に
移
動
し
、
宿
泊
。

【
11
月
17
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
鹿
児
島
県
の
奄
美
群
島
で
、

宿
舎
が
あ
る
沖
永
良
部
島
か
ら
特
別
機
で
与
論

島
に
入
り
、「
百
合
ケ
浜
」
を
見
学
。
与
論
町
地

域
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
訪
問
、
地
元
に
伝
わ
る
舞

踊
「
与
論
十
五
夜
踊
り
」
を
見
て
、
宿
舎
が
あ

る
沖
永
良
部
島
に
空
路
で
戻
る
。

【
11
月
18
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
鹿
児
島
県
の
奄
美
群
島
で
、

沖
永
良
部
島
の
和
泊
町
立
国
頭
小
学
校
を
訪
れ
、

黒
砂
糖
作
り
の
授
業
を
見
学
。
こ
れ
に
先
立
ち
、

沖
永
良
部
島
特
産
の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
栽
培
の
農

家
を
視
察
。
午
後
、
羽
田
着
の
特
別
機
で
帰
京
。

徳
仁
、
雅
子
◆
第
41
回
全
国
育
樹
祭
の
式
典
出

席
な
ど
の
た
め
羽
田
発
の
民
間
機
で
、
香
川
県

入
り
。
到
着
後
、
高
松
市
内
で
県
知
事
ら
と
昼

食
を
共
に
し
、
県
政
概
要
を
聴
く
。
徳
仁
が
、

市
内
の
「
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
庭
園
美
術
館
」
を

訪
問
。
夜
、
市
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た
全
国

育
樹
祭
の
懇
談
会
に
臨
席
。
雅
子
は
、
美
術
館

視
察
や
懇
談
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
報
道
。

【
11
月
19
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
板
橋
区
の
日
本
書
道

美
術
館
を
訪
れ
、
明
仁
、
美
智
子
が
こ
れ
ま
で

に
詠
ん
だ
歌
を
著
名
な
文
化
人
ら
が
書
い
た
書

を
集
め
た
特
別
展
を
鑑
賞
。

徳
仁
、
雅
子
◆
香
川
県
ま
ん
の
う
町
の
県
満
濃

池
森
林
公
園
を
訪
れ
、
第
41
回
全
国
育
樹
祭
の

式
典
に
出
席
。
綾
川
町
の
県
農
業
試
験
場
で
う

ど
ん
打
ち
の
様
子
な
ど
を
見
学
。
夜
、
空
路
で

帰
京
。

【
11
月
20
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
自
治
体
の
運
営
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
定
め
た
地
方
自
治
法
の
施
行
か
ら
70
周

年
を
記
念
し
、
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京
国
際

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
開
か
れ
た
式
典
に
出
席
。

美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ

ル
を
訪
れ
、
日
本
看
護
協
会
の
創
立
70
周
年
記

念
式
典
に
出
席
。

宮
古
島
陸
自
配
備
◆
防
衛
省
が
、
中
国
を
に
ら

ん
だ
南
西
諸
島
の
防
衛
力
強
化
の
一
環
と
し
て
、

沖
縄
県
の
宮
古
島
（
宮
古
島
市
）
に
配
備
す
る

陸
上
自
衛
隊
の
駐
屯
地
造
成
工
事
を
始
め
る
。

【
11
月
21
日
】

徳
仁
◆
東
京
・
上
野
に
あ
る
東
京
国
立
博
物
館

を
訪
れ
、
開
催
中
の
特
別
展
「
運
慶
」
を
鑑
賞
。

明
仁
退
位
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
日
決
定
の

前
提
と
な
る
皇
室
会
議
を
12
月
１
日
に
開
く
方

針
を
固
め
た
と
、
関
係
者
が
明
ら
か
に
。
安
倍

晋
三
首
相
が
皇
居
で
「
内
奏
」
し
、
明
仁
に
皇

室
会
議
の
日
程
を
報
告
し
た
も
よ
う
と
報
道
。

眞
子
婚
約
◆
眞
子
と
小
室
圭
の
一
般
の
結
納
に

当
た
る
「
納
采
の
儀
」
を
、
宮
内
庁
が
翌
年
３

月
に
行
う
方
向
で
調
整
。
３
月
４
日
の
日
曜
日

を
軸
に
検
討
が
進
め
ら
れ
、
結
婚
式
は
翌
年
秋

の
見
通
し
と
報
道
。

故
高
円
宮
墓
所
祭
◆
２
０
０
２
年
に
死
去
し
た

故
高
円
宮
の
「
墓
所
祭
」
が
東
京
都
文
京
区
の

豊
島
岡
墓
地
で
営
ま
れ
、
妻
久
子
が
拝
礼
。
長

女
承
子
と
三
女
絢
子
、
次
女
の
千
家
典
子
が
参

列
。
母
の
故
三
笠
宮
の
妻
百
合
子
が
訪
れ
、
兄

で
故
寛
仁
の
娘
彬
子
と
瑶
子
が
加
わ
る
。

昭
和
天
皇
独
白
録
◆
競
売
会
社
ボ
ナ
ム
ス
が
、

昭
和
天
皇
が
太
平
洋
戦
争
な
ど
に
関
す
る
出
来

事
を
戦
後
に
回
想
し
た
「
昭
和
天
皇
独
白
録
」

に
つ
い
て
、
側
近
が
記
録
し
た
原
本
と
さ
れ
る

文
書
を
12
月
６
日
に
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
競
売
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に
掛
け
る
と
発
表
、
同
社
は
落
札
額
を
10
万
ド

ル（
約
１
１
０
０
万
円
）以
上
と
予
測
し
て
い
る
。

「
内
奏
」
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、皇
居
で
「
内
奏
」。

【
11
月
22
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
開
園
１
０
０
年
を
迎
え
た
都

立
井
の
頭
公
園(
東
京
都
武
蔵
野
市
、
三
鷹
市
）

を
訪
問
。
園
関
係
者
と
昼
食
。

明
仁
退
位
◆
菅
義
偉
・
官
房
長
官
が
記
者
会
見

で
、
明
仁
退
位
日
決
定
の
前
提
と
な
る
皇
室
会

議
を
12
月
１
日
午
前
９
時
に
宮
内
庁
で
開
く
と

正
式
に
発
表
。「
陛
下
の
退
位
が
遅
滞
な
く
実
施

さ
れ
る
よ
う
、
政
府
と
し
て
最
善
を
尽
く
す
」。

非
公
開
で
行
わ
れ
る
皇
室
会
議
の
終
了
後
、
結

果
の
概
要
に
つ
い
て
菅
官
房
長
官
自
身
や
宮
内

庁
長
官
が
記
者
会
見
で
説
明
す
る
と
明
ら
か
に
。

新
天
皇
の
即
位
に
合
わ
せ
て
施
行
さ
れ
る
新
た

な
元
号
の
発
表
時
期
に
関
し
て
「
国
民
生
活
へ

の
影
響
を
考
慮
し
な
が
ら
適
切
に
検
討
す
る
」。

安
倍
晋
三
首
相
が
参
院
本
会
議
で
、
明
仁
の
退

位
や
徳
仁
の
新
天
皇
へ
の
即
位
に
つ
い
て
「
政

府
と
し
て
、
つ
つ
が
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
最

善
を
尽
く
す
」。
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
実
現
す

る
方
策
に
つ
い
て
「
男
系
継
承
が
古
来
、
例
外

な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
重
み
な
ど
を
踏
ま
え
、

慎
重
か
つ
丁
寧
に
検
討
を
行
う
」。

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
悠
仁
が
、
通
っ
て
い

る
お
茶
の
水
女
子
大
付
属
小
（
東
京
都
文
京
区
）

の
音
楽
会
に
参
加
。
秋
篠
宮
、
紀
子
が
鑑
賞
。

眞
子
◆
婚
約
が
内
定
し
て
い
る
眞
子
と
小
室
圭

の
結
婚
式
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
が
、
東
京
都
千

代
田
区
の
帝
国
ホ
テ
ル
で
翌
年
11
月
４
日
に
行

う
と
正
式
に
発
表
。
式
に
は
、
２
０
１
９
年
春

に
も
見
込
ま
れ
る
退
位
を
控
え
た
明
仁
が
美
智

子
と
共
に
出
席
す
る
見
通
し
で
、
天
皇
が
孫
の

結
婚
式
に
出
る
の
は
、
少
な
く
と
も
明
治
以
降

で
は
初
め
て
と
な
る
と
報
道
。

【
11
月
23
日
】

紀
子
◆
オ
ラ
ン
ダ
王
室
の
ロ
ー
レ
ン
テ
ィ
ン
妃

と
共
に
長
崎
市
を
訪
れ
、
爆
心
地
公
園
で
献
花
。

公
園
の
近
く
に
あ
る
原
爆
資
料
館
を
視
察
。

宮
中
晩
さ
ん
会
◆
自
民
党
の
竹
下
亘
・
総
務
会

長
が
、「
国
賓
」
を
迎
え
て
明
仁
、
美
智
子
が
開

催
す
る
宮
中
晩
さ
ん
会
に
関
し「（
国
賓
の
）パ
ー

ト
ナ
ー
が
同
性
だ
っ
た
場
合
、
ど
う
対
応
す
る

の
か
。
私
は
（
出
席
に
）
反
対
だ
。
日
本
国
の

伝
統
に
は
合
わ
な
い
と
思
う
」。

新
嘗
祭
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、
皇
居
で
「
新
嘗

祭
神
嘉
殿
の
儀
」
に
参
列
。

憲
法
関
係
答
弁
例
集
◆
内
閣
法
制
局
が
明
仁
一

代
限
り
の
退
位
を
実
現
す
る
特
例
法
の
成
立
を

受
け
、
国
会
審
議
の
際
に
参
照
す
る
「
憲
法
関

係
答
弁
例
集
」
を
改
訂
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

天
皇
の
退
位
に
つ
い
て
「
現
在
の
法
制
に
お
い

て
は
あ
り
得
な
い
」
と
す
る
従
来
の
見
解
を
改

め
、
法
整
備
に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
得
る
と
し

た
一
方
、
退
位
の
制
度
化
に
対
し
て
、
象
徴
天

皇
制
と
の
兼
ね
合
い
な
ど
か
ら
「
十
分
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
た
ほ
か
、
天
皇

や
皇
族
の
基
本
的
人
権
に
関
し
て
、
憲
法
の
象

徴
天
皇
制
や
皇
位
の
世
襲
を
踏
ま
え
「
一
般
の

国
民
と
は
異
な
る
一
定
の
制
約
が
あ
る
」
と
の

記
述
を
追
加
し
た
と
報
道
。

【
11
月
24
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
宮
内
庁
が
、
明
仁
、
美
智
子

が
「
国
賓
」
と
し
て
訪
日
す
る
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

ク
の
ア
ン
リ
大
公
と
、
同
行
す
る
長
女
の
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ラ
王
女
と
共
に
、
28
日
に
茨
城
県
つ

く
ば
市
に
あ
る
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
筑

波
宇
宙
セ
ン
タ
ー
を
視
察
す
る
と
発
表
。

明
仁
退
位
◆
明
仁
の
退
位
の
期
日
を
決
め
る
た

め
の
手
続
き
と
し
て
、
皇
室
会
議
へ
の
意
見
聴

取
が
12
月
１
日
に
開
催
さ
れ
る
と
決
ま
っ
た
こ

と
を
受
け
、
宮
内
庁
の
山
本
信
一
郎
長
官
が
定

例
記
者
会
見
で
「
代
替
わ
り
の
準
備
を
着
実
に

進
め
て
い
く
た
め
に
は
で
き
る
だ
け
早
く
期
日

を
決
め
て
い
た
だ
く
の
は
望
ま
し
い
。
良
か
っ

た
と
思
う
」。
／
明
仁
、
美
智
子
が
退
位
後
、
転

居
す
る
予
定
の
東
京
・
元
赤
坂
の
東
宮
御
所
を

改
修
し
て
い
る
間
、
港
区
の
高
輪
皇
族
邸
（
旧

高
松
宮
邸
）
に
仮
住
ま
い
す
る
方
向
で
調
整
が

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
宮
内
庁
関
係
者
へ

の
取
材
で
分
か
る
。
旧
高
松
宮
邸
は
現
在
使
わ

れ
て
お
ら
ず
、
修
繕
が
必
要
で
、
12
月
１
日
の

皇
室
会
議
を
経
た
退
位
の
期
日
決
定
を
受
け
、

宮
内
庁
が
翌
年
度
予
算
案
に
経
費
を
盛
り
込
む

と
報
道
。

美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
在
日
ド
イ
ツ
大
使
公

邸
を
訪
れ
、
ド
イ
ツ
に
あ
る
福
祉
施
設
「
ベ
ー

テ
ル
」の
創
立
１
５
０
周
年
記
念
写
真
展
を
鑑
賞
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
長
崎
市
の
国
指
定
史
跡
「
出

島
和
蘭
商
館
跡
」で
、約
１
３
０
年
ぶ
り
に
架
か
っ

た
橋
の
完
成
を
祝
う
式
典
が
開
か
れ
、
オ
ラ
ン

ダ
王
室
の
ロ
ー
レ
ン
テ
ィ
ン
妃
と
共
に
参
列
。

宮
中
晩
さ
ん
会
◆
自
民
党
の
竹
下
亘
・
総
務
会

長
が
、
明
仁
、
美
智
子
「
主
催
」
の
宮
中
晩
さ

ん
会
に
参
加
す
る
国
賓
の
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
出

席
に
反
対
し
た
自
身
の
発
言
に
つ
い
て
「
反
省

し
て
い
る
。
言
わ
な
き
ゃ
良
か
っ
た
と
思
っ
て

い
る
」。

【
11
月
25
日
】

徳
仁
◆
東
京
都
港
区
の
日
本
学
術
会
議
を
訪
れ
、

「
持
続
可
能
な
社
会
の
た
め
の
科
学
と
技
術
に
関

す
る
国
際
会
議
２
０
１
７
」
に
出
席
。

【
11
月
27
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
「
国
賓
」
と
し
て
訪
日
中
の
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
ア
ン
リ
大
公
を
歓
迎
す
る
明

仁
、美
智
子「
主
催
」の
宮
中
晩
さ
ん
会
が
、皇
居
・

宮
殿
の
「
豊
明
殿
」
で
開
か
れ
る
。
大
公
妃
が

健
康
上
の
理
由
で
訪
日
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

同
行
し
た
長
女
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
王
女
が
出

席
。
徳
仁
、
雅
子
や
秋
篠
宮
、
紀
子
と
眞
子
、

安
倍
晋
三
首
相
夫
妻
ら
が
出
席
。
明
仁
が
冒
頭
、

大
公
の
訪
日
が
「
両
国
の
友
好
・
協
力
関
係
を

さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
」
と
あ
い
さ
つ
。
大
公
が
ス
ピ
ー
チ
で

「
伝
統
へ
の
愛
着
と
近
代
的
な
も
の
へ
の
開
放
性

が
例
の
な
い
形
で
融
合
し
た
日
本
は
私
ど
も
を

魅
了
し
続
け
る
」。
午
前
に
宮
殿
東
庭
で
歓
迎
行

事
が
あ
り
、
大
公
が
陸
上
自
衛
隊
の
儀
仗
隊
に

よ
る
栄
誉
礼
を
受
け
た
後
、
明
仁
、
美
智
子
が

宮
殿
で
大
公
と
王
女
と
約
15
分
間
、
会
見
。

【
11
月
28
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
「
国
賓
」
と
し
て
訪
日
中
の

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
ア
ン
リ
大
公
と
共
に
、
茨

城
県
つ
く
ば
市
の
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
筑

波
宇
宙
セ
ン
タ
ー
を
視
察
す
る
た
め
、
特
別
列

車
で
茨
城
県
入
り
。
長
女
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ

王
女
が
同
行
。
視
察
に
先
立
ち
同
県
の
土
浦
市

役
所
に
立
ち
寄
り
、
地
元
の
小
学
生
ら
か
ら
合

唱
や
太
鼓
演
奏
で
歓
迎
を
受
け
る
。
視
察
後
、

大
公
と
王
女
を
見
送
り
、
夕
方
に
陸
路
で
帰
京
。

眞
子
婚
約
◆
東
京
・
上
野
の
人
形
メ
ー
カ
ー
「
真

多
呂
人
形
」
が
、
当
年
の
世
相
を
映
し
た
変
わ

り
び
な
を
発
表
。
眞
子
と
小
室
圭
の
婚
約
内
定

や
、
上
野
動
物
園
（
東
京
都
台
東
区
）
と
し
て

５
年
ぶ
り
と
な
る
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
の
赤
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「
バ
ン
ザ
イ
訴
訟
」
に
学
び
、「
天
皇

制
の
克
服
」
を
！

明
仁
天
皇
に
よ
る
「
生
前
退
位
」
玉
音
放

送
・
退
位
特
例
法
の
成
立
に
危
惧
を
抱
き
、
九

月
に
「
生
前
退
位
、
何
が
問
題
か
」
と
い
う
討

論
集
会
を
開
催
し
た
神
奈
川
の
二
団
体
が
主
催

で
、
近
づ
く
代
替
わ
り
状
況
に
備
え
る
べ
く
、

一
九
九
二
年
一
月
に
明
仁
天
皇
の
即
位
礼
・
大

嘗
祭
の
違
憲
性
を
横
浜
地
裁
に
訴
え
た
「
バ
ン

ザ
イ
訴
訟
」
に
学
ぼ
う
と
、
戦
争
を
知
る
原
告

お
二
人
と
当
時
二
〇
代
で
駆
け
出
し
だ
っ
た
と

い
う
弁
護
士
の
お
三
方
の
話
を
聞
く
機
会
を

持
っ
た
。「
旧
憲
法
に
あ
る
登
極
令
に
ほ
ぼ
則
っ

て
、結
局
『
内
廷
費
』
で
は
な
く
『
宮
廷
費
』（
公

費
）
で
、
即
位
礼
と
大
嘗
祭
を
そ
の
す
べ
て
に

国
が
関
わ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
、
国
の
政
教
分

離
（
二
〇
条
三
項
及
び
八
九
条
）
違
反
で
あ
り
、

主
権
在
民
原
則
違
反
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
原

告
の
真
意
だ
っ
た
が
、
行
為
の
取
り
消
し
か
損

害
賠
償
し
か
認
め
ら
れ
な
い
日
本
の
法
制
度
の

中
で
は
、
こ
れ
ら
の
憲
法
違
反
の
儀
式
に
参
加

し
た
神
奈
川
県
知
事
と
県
議
会
議
長
に
旅
費
を

支
給
し
た
こ
と
は
違
憲
・
違
法
で
あ
り
、
そ
の

返
還
を
求
め
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
が
こ
の

「
即
位
礼
・
大
嘗
祭
違
憲
神
奈
川
住
民
訴
訟
」だ
っ

た
。
通
称
の
「
バ
ン
ザ
イ
訴
訟
」
は
即
位
礼
で

海
部
首
相
が
下
か
ら
天
皇
を
仰
い
で
「
天
皇
陛

下
バ
ン
ザ
イ
」
を
三
唱
し
た
こ
と
に
よ
る
。
政

教
分
離
を
問
う
裁
判
で
は
恒
例
の
「
目
的
効
果

基
準
」
を
持
っ
て
九
九
年
一
審
敗
訴
、
〇
二
年

二
審
敗
訴
、
〇
四
年
最
高
裁
で
の
上
告
棄
却
と

い
う
経
過
を
辿
っ
た
わ
け
だ
が
、「
そ
れ
ぞ
れ
の

体
験
か
ら
、
戦
争
は
二
度
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

侵
略
戦
争
に
国
民
を
走
ら
せ
た
神
権
天
皇
制
と

政
教
一
致
の
国
家
体
制
の
復
活
を
絶
対
許
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
決
意
と
し
な
や
か
さ

を
も
ち
、
問
題
点
を
法
廷
で
追
求
す
る
と
と
も

に
、
世
論
を
耕
し
、
広
め
て
い
く
こ
と
を
め
ざ

し
た
」
と
い
う
原
告
た
ち
の
思
い
が
会
場
に
引

ち
ゃ
ん
誕
生
な
ど
五
つ
の
題
材
を
取
り
上
げ
た
。

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
◆
河
野
太
郎
外
相
が
衆
院
予

算
委
員
会
で
、
自
民
党
の
竹
下
亘
・
総
務
会
長

が
宮
中
晩
さ
ん
会
に
参
加
す
る
国
賓
の
同
性

パ
ー
ト
ナ
ー
出
席
に
反
対
し
た
発
言
を
巡
り
、

12
月
23
日
の
天
皇
誕
生
日
に
合
わ
せ
て
外
務

省
が
主
催
す
る
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
同
性
パ
ー
ト

ナ
ー
の
出
席
を
歓
迎
す
る
意
向
を
示
す
。

【
11
月
29
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
明
仁
、
美
智
子
が
東
京
・
元
赤

坂
の
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
を
訪
れ
、「
国
賓
」
で
訪

日
中
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
ア
ン
リ
大
公
が
、

宮
中
晩
さ
ん
会
な
ど
の
接
遇
に
対
す
る
答
礼
と

し
て
開
い
た
コ
ン
サ
ー
ト
を
鑑
賞
。
徳
仁
、
雅

子
や
秋
篠
宮
、
紀
子
、
眞
子
ら
皇
族
が
出
席
。

明
仁
退
位
◆
宮
内
庁
が
、
明
仁
の
退
位
日
決
定

の
前
提
と
な
る
皇
室
会
議
の
開
始
時
間
を
12
月

１
日
午
前
９
時
か
ら
午
前
９
時
45
分
に
変
更
。

【
11
月
30
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
明
仁
が
、
秋
篠
宮
の
誕
生
日

を
祝
う
た
め
、
東
京
・
元
赤
坂
の
赤
坂
御
用
地

内
に
あ
る
秋
篠
宮
邸
を
訪
問
。美
智
子
が
、東
京
・

渋
谷
で
コ
ン
サ
ー
ト
鑑
賞
を
し
た
後
に
合
流
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
52
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
東
京
・
元
赤
坂
の
宮
邸
で
紀
子

と
共
に
記
者
会
見
し
、
明
仁
の
退
位
を
実
現
す

る
特
例
法
が
６
月
に
成
立
し
た
こ
と
に
「
安
堵

し
て
い
る
」
と
明
か
し
た
上
で
、
退
位
後
の
明

仁
と
新
天
皇
の
「
二
重
権
威
」
を
懸
念
す
る
声

に
対
し
、
明
仁
が
全
て
の
「
公
務
」
を
新
天
皇

に
譲
る
方
針
だ
と
し
て
「
あ
り
得
な
い
」
と
否

定
し
た
と
報
道
。

皇
室
会
議
◆
明
仁
の
退
位
日
決
定
の
前
提
と
な

る
皇
室
会
議
を
翌
日
に
控
え
、
会
議
が
開
か
れ

る
宮
内
庁
庁
舎
内
に
あ
る
「
特
別
会
議
室
」
が
、

報
道
陣
に
公
開
さ
れ
る
。

【
12
月
1
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
皇
居
や
赤
坂
御
用
地
で
清
掃

を
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
勤
労
奉
仕
団
」
と
の

懇
談
や
、
雅
楽
鑑
賞
な
ど
の
「
公
務
」
に
臨
ん

だ
と
報
道
。
清
掃
を
し
た
７
団
体
計
約
１
８
０

人
と
皇
居
内
の
蓮
池
参
集
所
で
懇
談
後
、
美
智

子
が
１
人
で
皇
居
・
東
御
苑
の
音
楽
ホ
ー
ル
「
桃

華
楽
堂
」
を
訪
ね
、
雅
楽
の
保
存
や
継
承
に
取

り
組
む
団
体「
絲
竹
会
」の
演
奏
を
鑑
賞
。
午
前
、

東
京
都
港
区
の
カ
ト
リ
ッ
ク
高
輪
教
会
を
訪
れ
、

絵
本
研
究
家
島
多
代
の
告
別
式
に
参
列
。

明
仁
、
美
智
子
、
愛
子
◆
愛
子
が
皇
居
・
御
所

を
訪
れ
、
明
仁
、
美
智
子
に
16
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
た
こ
と
を
報
告
。
半
蔵
門
か
ら
車
で
入
る
。

美
智
子
◆
友
人
で
27
日
に
死
去
し
た
絵
本
研
究

家
島
多
代
の
葬
儀
式
場
と
な
っ
た
東
京
都
港
区

の
カ
ト
リ
ッ
ク
高
輪
教
会
を
訪
問
。

明
仁
退
位
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
日
決
定
の

前
提
と
な
る
皇
室
会
議
を
宮
内
庁
で
開
き
、
明

仁
の
退
位
日
を
２
０
１
９
年
４
月
30
日
と
決
め

る
。
議
長
を
務
め
る
安
倍
晋
三
首
相
が
明
ら
か

に
。
徳
仁
が
翌
５
月
１
日
に
即
位
、
改
元
す
る

と
報
道
。
首
相
が
会
議
終
了
後
、
官
邸
で
記
者

団
に
「
皇
位
継
承
に
向
け
大
き
く
前
進
し
た
こ

と
に
深
い
感
慨
を
覚
え
る
。
退
位
と
即
位
が
国

民
の
祝
福
の
中
で
、
つ
つ
が
な
く
行
わ
れ
る
よ

う
全
力
を
尽
く
す
」。
菅
義
偉
・
官
房
長
官
が
記

者
会
見
で
、
退
位
日
を
２
０
１
９
年
４
月
30
日

と
し
た
こ
と
に
関
し
、
明
仁
が
19
年
１
月
に
在

位
30
年
を
迎
え
る
ほ
か
、
４
月
の
統
一
地
方
選

の
時
期
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
説
明
。
４

月
前
半
は
国
民
の
異
動
時
期
と
重
な
る
と
の
認

識
を
示
す
。首
相
が
皇
室
会
議
後
、皇
居
で
明
仁
、

美
智
子
に
会
議
の
概
要
を
報
告
。
／
宮
内
庁
の

山
本
信
一
郎
長
官
が
定
例
記
者
会
見
で
、
皇
室

会
議
で
議
長
の
安
倍
晋
三
首
相
か
ら
明
仁
の
退

位
日
を
２
０
１
９
年
４
月
30
日
と
す
る
案
が
一

つ
示
さ
れ
、
会
議
の
意
見
と
し
て
決
定
さ
れ
た

と
明
ら
か
に
。
退
位
後
は
上
皇
と
天
皇
が
併
存

す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
陛
下
は
公
的
な
象
徴
的

行
為
は
全
て
お
譲
り
に
な
る
と
示
し
て
い
る
。

権
威
の
二
重
性
と
い
う
懸
念
は
な
い
」
と
強
調
。

会
議
後
、
明
仁
、
美
智
子
に
皇
居
・
御
所
で
報
告
。

赤
坂
御
用
地
を
訪
れ
、
徳
仁
、
雅
子
と
秋
篠
宮
、

紀
子
に
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
報
告
を
し
た
と
い
う

と
報
道
。

天
皇
誕
生
日
◆
宮
内
庁
が
、
23
日
の
天
皇
誕
生

日
に
皇
居
・
宮
殿
の
東
庭
で
実
施
す
る
一
般
参

賀
の
要
領
を
発
表
。
明
仁
と
美
智
子
ら
皇
族
は

午
前
に
３
回
、
長
和
殿
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
る
と

報
道
。

愛
子
◆
16
歳
の
誕
生
日
。
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き
継
が
れ
る
の
を
感
じ
た
。
最
後
に
会
場
か
ら
、

使
わ
れ
た
の
が
内
廷
費
だ
っ
た
と
し
て
も
違
憲

で
は
な
い
の
か
、
今
の
象
徴
天
皇
制
が
神
権
天

皇
制
で
は
な
い
と
言
え
る
の
か
と
い
っ
た
問
題

提
起
も
あ
り
、「
天
皇
制
が
あ
る
限
り
、
日
本
に

真
の
民
主
主
義
は
実
現
で
き
な
い
」
と
い
う
原

告
の
レ
ジ
ュ
メ
に
下
線
を
ひ
い
た
と
こ
ろ
で
閉

会
と
な
っ
た
。　
　
　
（
大
友
深
雪
／
同
実
行
委
）

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
象
徴
天
皇
制
│

『
生
前
退
位
』
報
道
を
総
括
す
る

一
一
月
一
八
日
、
午
後
六
時
半
か
ら
ピ
ー
プ

ル
ズ
プ
ラ
ン
研
究
所
会
議
室
で
、「〈『
平
成
』
代

替
り
の
政
治
を
問
う
〉連
続
講
座
」の
第
２
回「
マ

ス
コ
ミ
じ
か
け
の
象
徴
天
皇
制
│
『
生
前
退
位
』

報
道
を
総
括
す
る
」
が
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者

は
約
二
〇
人
。

　

こ
の
連
続
講
座
は
「『
平
成
天
皇
制
代
替
り
の

政
治
』
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
ま
ず
正
面
か
ら
緻
密

に
批
判
検
証
す
る
」
作
業
を
通
し
て
「『
こ
こ
３

年
』
以
内
の
『
退
位
・
新
天
皇
即
位
』
の
政
治

イ
ベ
ン
ト
に
有
効
に
対
決
」
す
る
と
い
う
意
図

で
、
二
ヶ
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
一
年
以
上
連

続
し
て
開
催
さ
れ
る
。

　

今
回
は
、
松
井
隆
志
さ
ん
が
司
会
を
し
、
山

口
正
紀
さ
ん
と
天
野
恵
一
さ
ん
が
問
題
提
起
を

す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

　

ま
ず
山
口
さ
ん
が
「
１
│
私
と
天
皇
報
道
メ

デ
ィ
ア
」「
２
│
天
皇
制
批
判
を
封
印
し
た
『
生

前
退
位
』
報
道
」
の
二
点
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。

前
者
は
「
⑴
天
皇
は
な
ぜ
エ
ラ
イ
？
」「
⑵
裕
仁

の『
ご
聖
断
』神
話
」「
⑶
新
聞
記
者
と
し
て
」「
⑷

天
皇
の
責
任
と
と
も
に
『
水
に
流
し
た
』
メ
デ
ィ

ア
の
戦
争
責
任
」、
後
者
は
「
⑴
始
ま
っ
た
『
明

仁
Ｘ
デ
ー
』
報
道
」「
⑵
私
が
注
目
し
た
主
な
記

事
、
論
稿
」「
⑶
『
象
徴
天
皇
制
の
存
続
』
を
大

前
提
と
し
た
『
生
前
退
位
』
議
論=

思
考
停
止
」

「
⑷
問
わ
れ
な
い
明
仁
の
戦
争
責
任
、
そ
れ
に
触

れ
な
い
ア
キ
ヒ
ト
の
狡
猾
」「
⑸
代
替
わ
り
の
た

び
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
更
新
・
上
書
き
さ
れ

る
天
皇
制
」
と
多
角
的
に
考
察
、
さ
ら
に
新
聞

や
雑
誌
か
ら
選
ん
だ
資
料
を
交
え
、
天
皇
制
と

マ
ス
コ
ミ
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
た
。

　

次
に
天
野
さ
ん
は
「
１
あ
る
反
省
。
ア
キ
ヒ

ト
天
皇
自
身
の
〈
政
治
意
思
〉
に
つ
い
て
の
、

あ
る
ズ
レ
」「
２
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー『
健
さ
ん
』

を
め
ぐ
っ
て
〈
ス
タ
ー
天
皇
制
〉
に
つ
い
て
再

考
す
る
」「
３
日
本
最
大
・
最
高
の
ビ
ッ
グ
ス

タ
ー
〈
ア
キ
ヒ
ト
〉
↑↓
タ
ブ
ー
と
右
翼
テ
ロ
」

↑↓
タ
ブ
ー
と
右
翼
テ
ロ
」

↑

「
４
マ
ス
コ
ミ
中
を
生
き
き
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
ど
う
映
り
、
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
を
常
に
考

え
続
け
、
使
い
方
も
、
た
く
み
は
あ
た
り
ま
え
。

『
象
徴
天
皇
を
演
じ
続
け
る
』
男
」
の
四
点
か
ら
、

マ
ス
コ
ミ
と
天
皇
制
の
関
係
を
批
判
的
に
論
じ

ら
れ
た
。

　

そ
の
後
の
質
疑
応
答
を
含
め
講
座
は
三
時
間

に
及
び
、
今
回
も
熱
の
入
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

（
田
中
／
同
講
座
運
営
委
）

「
原
発
マ
ネ
ー
」
で
現
地
は
本
当
に

潤
っ
て
い
る
の
か
？

一
一
月
二
三
日
、
福
島
原
発
事
故
緊
急
会
議

は
、
元
福
井
県
今
立
町
会
議
員
の
山
崎
隆
敏
さ

ん
と
、
元
東
京
都
議
会
議
員
の
福
士
敬
子
さ
ん

の
話
を
聞
く
機
会
を
も
っ
た
。

　

山
崎
さ
ん
は
今
年
四
月
発
刊
の
『
な
ぜ
、「
原

発
で
若
狭
の
振
興
」
は
失
敗
し
た
の
か
』（
白
馬

社
）
の
著
者
で
も
あ
り
、
山
崎
さ
ん
を
お
招
き

し
た
今
回
の
企
画
は
、
原
発
立
地
の
経
済
が
原

発
産
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う「
現

実
」
と
私
た
ち
は
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
、

と
い
う
問
題
意
識
が
出
発
点
だ
っ
た
。

　

山
崎
さ
ん
は
ご
自
身
の
暮
ら
し
や
体
験
談
な

ど
を
交
え
な
が
ら
親
し
み
や
す
い
語
り
口
で
話

を
始
め
た
。「
本
当
は
潤
っ
て
い
な
い
」
事
例
と

し
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
話
を
ひ
と
つ
紹
介
し

よ
う
。

　

原
子
力
発
電
所
の
建
設
に
よ
る
自
治
体
の
増

収
に
は
主
な
も
の
と
し
て
電
源
三
法
交
付
金
と

固
定
資
産
税
収
入
が
あ
る
。
と
く
に
運
転
開
始

初
期
の
固
定
資
産
税
は
巨
額
に
な
る
た
め
、
ど

れ
だ
け
財
政
が
潤
う
の
か
と
期
待
す
る
人
も
多

か
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
原
発
が
建
設
さ

れ
な
け
れ
ば
支
払
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
地

方
交
付
金
」
が
相
殺
さ
れ
て
固
定
資
産
税
の

七
五
％
に
あ
た
る
額
が
減
額
さ
れ
た
の
だ
と
い

う
。
当
時
の
新
聞
に
は
「
当
て
は
ず
れ
〝
原
電

税
〞」と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た（
毎

日
新
聞
一
九
七
一
年
九
月
一
日
）。

　

詳
細
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
話
か
ら
は
、

「
原
発
が
な
け
れ
ば
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
は
成
り

立
た
な
い
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
住
民
た
ち
に

原
発
反
対
の
声
を
届
け
る
こ
と
に
山
崎
さ
ん
が

ど
れ
だ
け
心
を
砕
い
て
き
た
か
、
そ
の
思
い
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
根
底
に
は
、
原
発
マ
ネ
ー
が

自
治
体
の
自
立
を
阻
み
、
蝕
ん
で
き
た
の
を
見

て
き
た
強
い
危
機
感
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

山
崎
さ
ん
は
、
使
用
済
み
核
燃
料
プ
ー
ル
が

早
い
と
こ
ろ
で
は
あ
と
三
年
ほ
ど
で
満
杯
に
な

り
、
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
計
画
が
進
展
し
な
い

現
状
で
は
原
発
は
止
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

ふ
れ
、
そ
の
時
大
騒
ぎ
し
て
も
遅
い
、
い
ま
自

分
た
ち
自
身
が
声
を
あ
げ
よ
う
、
そ
の
時
困
る

人
た
ち
が
い
る
な
ら
そ
の
人
た
ち
に
は
手
当
て

を
し
な
が
ら
原
発
は
止
め
て
い
こ
う
、
そ
う
い

う
運
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
締
め
く
く
っ
た
。

後
半
は
福
士
敬
子
さ
ん
か
ら
「
反
原
発
自
治
体

議
員
・
市
民
連
盟
」
の
活
動
報
告
を
中
心
に
話

が
あ
り
、
続
い
て
会
場
と
の
質
疑
が
活
発
に
お

こ
な
わ
れ
た
。
参
加
者
は
三
五
名
。

（
海
棠
ひ
ろ
／
福
島
原
発
事
故
緊
急
会
議
）

終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
│
11
・
26

大
集
会
・
デ
モ
報
告

一
一
月
二
六
日
、「
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制

11
・
26
大
集
会
・
デ
モ
」
が
行
な
わ
れ
た
。

　

集
会
は
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
。
ま
ず
は
憲

法
学
者
の
横
田
耕
一
さ
ん
の
ビ
デ
オ
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
。
公
務
が
明
仁
に
よ
り
拡
大
さ
れ
て
き

た
事
な
ど
に
触
れ
、「
お
こ
と
ば
」
は
政
治
介
入

で
あ
り
憲
法
違
反
で
あ
る
と
指
摘
。
天
皇
制
は

全
て
の
差
別
に
繋
が
る
と
し
、
個
人
の
尊
重
を

徹
底
し
て
い
く
事
で
天
皇
制
は
不
可
能
に
な
る

と
し
た
。

　

続
い
て
朝
鮮
現
代
史
の
吉
澤
文
寿
さ
ん
の
講

演
。
征
韓
論
な
ど
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
国
の
ア

ジ
ア
で
の
自
国
優
位
の
思
い
込
み
に
端
を
発
す

る
「
朝
鮮
を
属
国
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
り
、
そ
れ

を
天
皇
制
が
補
強
し
て
き
た
と
指
摘
。
天
皇
制

を
背
景
と
し
た
こ
の
国
と
朝
鮮
と
の
歴
史
的
関

わ
り
を
解
説
し
た
。「
戦
後
」
の
天
皇
制
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
責
任
が
曖
昧
に
さ
れ
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て
き
た
事
を
指
摘
し
、
そ
れ
と
共
に
ア
メ
リ
カ

の
覇
権
主
義
を
追
求
す
る
事
、
朝
鮮
を
忘
れ
な

い
事
の
重
要
性
を
示
し
た
。

　

質
疑
の
後
、
休
憩
を
挟
み
、
徳
仁
へ
抗
議
行

動
を
行
な
っ
て
以
来
、
公
安
の
執
拗
な
嫌
が
ら

せ
を
受
け
続
け
て
き
た
Ｕ
さ
ん
の
動
画
の
上
映
。

公
安
は
退
勤
時
や
外
出
時
に
、
こ
れ
見
よ
が
し

に
Ｕ
さ
ん
を
「
尾
行
」
す
る
。
電
車
で
は
二
〇

人
ほ
ど
の
公
安
が
同
じ
車
両
に
乗
っ
て
き
た
時

も
あ
っ
た
と
か
。
そ
の
後
、
対
抗
運
動
が
展
開

さ
れ
「
尾
行
」
は
無
く
な
っ
て
い
る
。

　

動
画
の
後
は
新
元
号
を
ネ
タ
に
し
た
コ
ン
ト

が
披
露
さ
れ
た
。
か
な
り
好
評
だ
っ
た
が
、
笑

い
を
文
章
で
表
現
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
割

愛
。
終
わ
り
に
、
家
父
長
制
・
戸
籍
制
に
反
対

す
る
立
場
、
非
正
規
公
務
員
の
立
場
か
ら
、
そ

し
て
、
島
根
、
兵
庫
、
大
阪
、
静
岡
か
ら
ア
ピ
ー

ル
が
あ
っ
た
。
盛
り
沢
山
の
集
会
だ
っ
た
が
、

ま
と
ま
っ
て
い
た
の
は
、
反
天
皇
・
反
差
別
・

反
権
力
が
背
骨
に
し
っ
か
り
と
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
。

　

デ
モ
は
原
宿
か
ら
渋
谷
へ
歩
く
。
三
日
前
に

右
翼
に
ボ
コ
ボ
コ
に
さ
れ
た
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス

も
復
活
。
六
月
の
吉
祥
寺
デ
モ
を
生
き
残
っ
た

大
横
断
幕
は
、
イ
ン
ス
タ
映
え
す
る
の
か
多
く

の
人
が
ス
マ
ホ
を
向
け
て
い
た
。
カ
ウ
ン
タ
ー

右
翼
も
居
た
が
、
目
立
っ
た
妨
害
や
襲
撃
も
無

く
、
警
察
の
嫌
が
ら
せ
も
比
較
的
軽
微
な
印
象
。

参
加
は
集
会
一
六
〇
名
、
デ
モ
一
八
〇
名
。

　

穏
便
に
代
替
わ
り
を
進
め
た
い
権
力
側
の
意

図
が
良
く
分
か
る
デ
モ
だ
っ
た
。
も
っ
と
波
風

立
て
る
様
、言
葉
も
ア
イ
デ
ィ
ア
も
練
ら
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。

（
村
上
ら
っ
ぱ
／
同
集
会
実
行
委
）

天
野
さ
ん
の
講
演
を
受
け
「
天
皇

代
替
わ
り
に
異
議
あ
り
！
関
西
連
絡

会
」
の
結
成
へ

一
一
月
二
九
日
、「
天
皇
代
替
わ
り
に
異
議
あ

り
！
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
」
集
会
が
行
わ

れ
約
九
〇
名
が
参
加
。
呼
び
掛
け
は
、
反
天
皇

制
市
民
１
７
０
０
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
京
都
「
天

皇
制
を
問
う
」
講
座
実
行
委
員
会
、
は
ん
て
ん

の
会
・
兵
庫
、
教
育
塔
を
考
え
る
会
、
関
西
共

同
行
動
な
ど
一
一
団
体
。
会
場
の
国
労
大
阪
会

館
へ
の
通
路
で
は
一
〇
名
前
後
の
在
特
会
系
が

口
汚
く
わ
め
い
て
い
た
。

　

最
初
は
「
天
皇
代
替
わ
り
と
ど
う
向
き
合
う

か
憲
法
と
生
前
退
位
、
特
例
法
│
強
化
さ
れ
た

象
徴
天
皇
制
」
と
題
し
た
反
天
皇
制
運
動
連
絡

会
の
天
野
恵
一
さ
ん
の
講
演
だ
っ
た
。

　

天
野
さ
ん
は
、
現
天
皇
の
生
前
退
位
要
求
や

「
象
徴
と
し
て
の
行
動
」
は
、
象
徴
天
皇
制
や
天

皇
の
行
為
を
「
国
事
行
為
の
み
」
と
制
約
し
た

現
行
憲
法
に
も
違
反
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
安

﹇
学
習
会
報
告
﹈

立
教
女
学
院
短
期
大
学
公
開
講
座
編
『
天
皇
制
を
考
え
る
』

（
新
教
出
版
、
一
九
九
〇
年
）

　
「
昭
和
天
皇
Ｘ
デ
ー
」
大
騒
ぎ
の
状
況
の
中
で

持
た
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
大
学
で
の
公
開
講
座
の

記
録
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
の
読
書

会
の
流
れ
で
は
、平
井
啓
之
の
『
あ
る
戦
後
』（
特

に
、そ
れ
に
収
め
ら
れ
た
「
自
己
欺
瞞
の
民
族
」）

を
ふ
ま
え
て
、
次
へ
、
と
い
う
こ
と
で
選
択
さ

れ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
平

井
の
「
近
代
天
皇
制
と
日
本
人
の
意
識
」
中
心

に
レ
ポ
ー
ト
が
な
さ
れ
、「
現
人
神
」
と
い
う
観

念
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
持
つ
日
本
的
特
殊
性

を
め
ぐ
っ
て
討
論
が
展
開
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
問
題
を
統
括
的
に
、
広
く
論
じ
て

い
る
の
は
ト
ッ
プ
の
島
川
雅
史
の
「
天
皇
教
と

象
徴
天
皇
制
」
で
あ
る
。
島
川
の
、
キ
リ
ス
ト

教
の
「
一
神
教
」
を
超
え
た
国
家
の
「
現
人
神
」

と
い
う
〈
天
皇
教
〉
の
特
別
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
多
様
に
う
み
だ
し
つ
づ
け
て
い
る
諸
問
題
の

指
摘
は
、
整
理
さ
れ
便
利
だ
と
い
う
評
価
か
ら

論
議
は
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

平
井
と
島
川
の
両
者
が
非
キ
リ
ス
ト
者
で
、

森
井
眞
（「
精
神
の
自
由
と
天
皇
制
」）
と
福
澤

道
夫
（「
天
皇
制
と
信
仰
」）、
塚
田
理
（「
天
皇

制
と
キ
リ
ス
ト
教
）
の
三
人
が
キ
リ
ス
ト
教
信

者
と
し
て
の
歴
史
的
体
験
を
ふ
ま
え
た
話
で
あ

る
。
塚
田
の
、
戦
前
、
牧
師
の
子
ど
も
と
し
て

育
ち
、
ひ
ど
い
差
別
と
イ
ジ
メ
の
中
で
生
き
て

き
た
（
戦
後
の
時
間
も
）
個
人
史
を
軸
に
し

た
話
と
、
森
井
の
「
神
権
天
皇
制
」
と
し
て

成
立
し
た
近
代
天
皇
制
が
自
己
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
し
て
「
精
神
の
自
由
」
を
、
ど
れ
だ

け
ゆ
が
め
て
き
た
か
と
い
う
個
人
体
験
を
バ

ネ
に
し
た
歴
史
記
述
が
、
私
た
ち
に
訴
え
る

も
の
が
あ
る
と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
。
福

澤
は
、
イ
ヌ
で
も
ブ
タ
で
も
人
間
で
も
植
物

で
も
神
に
な
れ
る
と
い
う
「
汎
神
論
」
の
水

平
さ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
唯
一
人
格
神
」

の
垂
直
（
タ
テ
支
配
）
の
原
理
を
対
置
し
、

そ
の
上
で
〈
現
人
神
唯
一
絶
対
人
格
神
〉
の

天
皇
教
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
ど
う
い
う
象

徴
天
皇
制
批
判
に
い
た
る
の
か
と
期
待
さ
せ

た
が
、
ま
っ
た
く
批
判
が
つ
め
ら
れ
ず
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
家
の
天
皇
教
と
の
共

存
す
る
精
神
が
肯
定
的
に
紹
介
さ
れ
る
だ
け

で
や
や
ガ
ッ
カ
リ
。

　

平
井
は
「
擬
似
一
神
教
」
と
い
う
規
定
か

ら
、
近
代
国
家
支
配
の
た
め
の
作
為
の
体
系

的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
教
育
勅
語
・
軍
人
勅

諭
に
は
じ
ま
る
も
ろ
も
ろ
の
臣
民
教
育
の
教

材
を
貫
く
「
万
世
一
系
」
の
国
体
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
具
体
的
に
示
し
て
、「
神
で
も
人
間
で

も
ど
っ
ち
も
あ
り
の
」〈
自
己
欺
瞞
〉
の
意
識

（
民
衆
の
そ
れ
）
を
す
り
こ
み
続
け
た
国
家
の

作
為
（=

ペ
テ
ン
）
を
抉
り
出
し
て
い
る
。

　

や
は
り
平
井
の
作
業
は
、「
新
し
い
人
間
宣

言
」
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
ア
キ
ヒ
ト
・

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
ペ
テ
ン
的
性
格
を
、
キ
チ
ン

と
つ
か
ま
え
る
た
め
に
は
、
絶
好
の
論
文
と
、

私
に
は
読
め
た
。

　

次
回
は
来
年
の
一
月
三
〇
日
、
テ
キ
ス
ト

は
『
紀
元
二
六
〇
〇
年
』〈
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
〉。

（
天
野
恵
一
）
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倍
政
権
は
当
初
の
い
ざ
こ
ざ
を
克
服
し
、
天
皇
・

皇
室
の
異
例
の
要
求
を
強
権
的
支
配
体
制
、
戦

争
国
家
体
制
づ
く
り
に
取
り
込
み
一
体
的
に
進

め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
。

一
九
年
四
月
三
〇
日
退
位
、
五
月
一
日
即
位
が

予
定
さ
れ
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
天
皇
制
を

最
大
限
利
用
し
た
「
国
民
」
の
国
家
動
員
を
強

引
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
警
告
し
た
。

　

天
野
さ
ん
は
、
生
前
退
位
問
題
を
め
ぐ
る
、

一
部
マ
ス
コ
ミ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ど
の
現
天
皇
の

「
リ
ベ
ラ
ル
・
平
和
」
志
向
へ
の
共
感
に
警
告
を

発
し
た
上
で
、現
憲
法
に
違
反
す
る
天
皇
・
皇
室
、

安
倍
政
権
な
ど
へ
の
抗
議
、
抵
抗
を
強
め
て
い

る
憲
法
擁
護
の
人
た
ち
と
は
連
携
し
、
広
範
な

「
代
替
わ
り
反
対
闘
争
」
を
つ
く
る
必
要
も
強
調

し
た
。

　

講
演
後
の
討
論
で
は
、「
即
位
の
日
を
メ
ー

デ
ー
に
ぶ
つ
け
る
政
府
・
自
民
党
の
策
謀
を
打

ち
砕
く
こ
と
が
必
要
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。
集
会
は
最
後
に
、「
天
皇
代
替
わ
り
に
異
議

あ
り
！
関
西
連
絡
会
」
へ
の
呼
び
か
け
（
発
足

準
備
会
は
来
年
一
月
一
五
日
六
時
半
、
国
労
会

館
）
を
確
認
し
終
了
し
た
。

（
星
川
／
関
西
共
同
行
動
）

11
月
11
日
（
土
）
●
朝
鮮
半
島
の
危
機
と
東
ア

ジ
ア
の
平
和
構
想

11
月
12
日
（
日
）
●
Ｄ
Ｈ
Ｃ
テ
レ
ビ
は
デ
マ
と

ヘ
イ
ト
を
す
る
な
！
「
ニ
ュ
ー
ス
女
子
」
に

Ｎ
Ｏ
！
渋
谷
デ
モ

11
月
15
日
（
水
）
●
亡
国
の
武
器
輸
出
〜
日
本
版

「
軍
産
学
複
合
体
」
の
今

18
時
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
（
地
下
鉄

春
日
駅
ほ
か
）
／
池
内
了
、
青
井
未
帆
、
杉

原
浩
司
／
主
催
：
武
器
輸
出
反
対
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（N

A
JA

T

）（F
A
X
03-5225-7214

）

11
月
16
日
（
木
）
●
生
前
退
位
、何
が
問
題
か
「
バ

ン
ザ
イ
訴
訟
に
学
ぶ
」（
集
会
の
真
相
参
照
）

11
月
17
日
（
金
）
〜
26
日
（
日
）
●
万
人
受
け
は

あ
や
し
い
│
時し

ゃ
か
い代

を
戯え

が画
い
た
絵

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

師
、
貝

原
浩

11
月
18
日
（
土
）
●
「
平
成
」
代
替
わ
り
の
政

治
を
問
う
・
連
続
講
座
第
２
回
「
生
前
退
位
」

報
道
を
総
括
す
る
（
集
会
の
真
相
参
照
）

11
月
22
日
（
水
）
●
警
視
庁
機
動
隊
沖
縄
へ
の

派
遣
は
違
法
住
民
訴
訟
第
４
回
口
頭
弁
論

●
沖
縄
・
辺
野
古　

海
に
も
陸
に
も
基
地
を
造
ら

せ
な
い
集
会

11
月
23
日
（
木
）
●
「
原
発
マ
ネ
ー
」
で
現
地
は

本
当
に
潤
っ
て
い
る
の
か
!?

●
ロ
シ
ア
革
命
１
０
０
年
チ
ェ
・
ゲ
バ
ラ
没
後

50
年

21
世
紀
の
革
命
を
問
う
集
会

11
月
26
日
（
日
）
●
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制

11
・
26
大
集
会
（
集
会
の
真
相
参
照
）

11
月
29
日（
水
）●
天
皇
代
替
わ
り
に
異
議
あ
り
！

終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
（
集
会
の
真
相
参

照
）

12
月
2
日
（
土
）
●
辺
野
古
に
行
こ
う
！
名
護
市

長
選
勝
利
を
目
指
し
て

12
月
３
日
（
日
）
●
大
飯
原
発
う
ご
か
す
な
！
現

地
全
国
集
会

12
月
15
日
（
金
）
●
原
発
被
ば
く
労
災
損
害
賠

償
裁
判
第
５
回
口
頭
弁
論

14
時
〜
（
13
時
よ
り
ア
ピ
ー
ル
行
動
）
／
東

京
地
方
裁
判
所
（
地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

12
月
16
日
（
土
）
●
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
お
こ
と

わ
リ
ン
ク
連
続
講
座
第
５
回
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ

ベ
ン
ト
と
東
京
五
輪

14
時
開
場
／
一
橋
大
学
東
キ
ャ
ン
パ
ス
国
際

研
究
科
４
Ｆ
大
教
室
（
Ｊ
Ｒ
国
立
駅
）
／
鵜

飼
哲
、
天
野
恵
一
／
主
催
：
「
２
０
２
０
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
」
お
こ
と
わ
り
連
絡
会

（080-5052-0270

）

12
月
17
日
（
日
）
●
元
徴
用
工
・
女
子
勤
労
挺
身

隊
問
題　

そ
の
解
決
を
探
る

13
時
30
分
開
場
／
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
・

地
下
講
堂
（
Ｊ
Ｒ
飯
田
橋
駅
）
／
吉
澤
文
寿
、

五
味
洋
治
、
張
完
翼
、
川
上
詩
朗
／
主
催
：

朝
鮮
人
強
制
労
働
被
害
者
補
償
立
法
を
め
ざ

す
日
韓
共
同
行
動
（090-2466-5184

矢
野
）

●
日
中
戦
争
か
ら
平
和
憲
法

13
時
30
分
開
場
／
日
本
教
育
会
館
一
ッ
橋

ホ
ー
ル（
地
下
鉄
神
保
町
駅
）／
笠
原
十
九
司
、

森
達
也
、
室
田
元
美
、
雨
宮
処
凜
、
纐
纈
厚

ほ
か
／
主
催
：
日
中
戦
争
80
年
共
同
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
実
行
委
員
会
、
週
刊
金
曜
日
（
問
い

合
わ
せ
：03-3221-8521

週
刊
金
曜
日
）

12
月
21
日
（
火
）
●
絶
望
か
ら
希
望
を
発
掘
す
る

第
３
回
「
戦
争
の
再
定
義
」

19
時
〜
／A

T
T
A
C
 Japan

首
都
圏
事
務

所
（
地
下
鉄
小
川
町
駅
ほ
か
）
／
小
倉
利
丸

／
主
催
：A

T
T
A
C
 Japan

首
都
圏（attac-

jp@
jca.apc.org

）

12
月
22
日
（
金
）
●
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト

即
位
問
題
を
考
え
る
集
い

18
時
〜
／
練
馬
区
厚
生
文
化
会
館
（
西
武
池

袋
線
ほ
か
練
馬
駅
）
／
千
本
秀
樹
／
主
催
：

ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考

え
る
練
馬
の
会
準
備
会

12
月
23
日
（
土
）
●
「
生
前
退
位
!?
」
な
に
や
っ

テ
ン
ノ
ー
12
・
23
に
天
皇
制
の
戦
争
・
戦
後

責
任
を
考
え
る
討
論
集
会

13
時
30
分
開
場
／
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
１
Ｆ

（
Ｊ
Ｒ
原
宿
駅
ほ
か
）
／
平
井
玄
、
北
野
誉
、

桜
井
大
子
、
天
野
恵
一
／
主
催
：
反
天
皇
制

運
動
連
絡
会

12
月
24
日
（
日
）
●
「
実
質
改
憲
」
を
ゆ
る
さ
な

い
!!
天
皇
の
、
天
皇
に
よ
る
、
天
皇
の
た
め

の
代
替
わ
り
反
対
！

13
時
30
分
〜
／
静
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
ざ
れ
あ
（
Ｊ
Ｒ
静
岡
駅
）
／
桜
井
大

子
／
主
催
：
戦
後
72
年
連
続
講
座
実
行
委
員

会
（054-271-7302

県
共
闘
）

１
月
24
日
（
水
）
●
警
視
庁
機
動
隊
沖
縄
派
遣
は

違
法　

住
民
訴
訟
第
５
回
口
頭
弁
論

11
時
30
分
〜
（
10
時
30
分
よ
り
ア
ピ
ー
ル
行

動
）
／
東
京
地
方
裁
判
所
（
地
下
鉄
霞
ヶ
関

駅
ほ
か
）

●
増
ペ
ー
ジ
で
作
業
が
終
わ
ら
な
い
し
、
か

か
え
た
課
題
も
終
わ
ら
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
。（
蝙
蝠
）

●
師
走
は
忙
し
い
も
ん
な
の
よ
。
昔
か
ら
（
木

菟
）

●
早
い
な
〜
も
う
師
走
だ
な
ん
て
。
せ
こ
せ

こ
ぜ
い
ぜ
い
。（
鰐
）

●
今
号
が
増
ペ
ー
ジ
な
の
は
、
通
巻
４
０
０

号
記
念
号
だ
か
ら
で
す
（
う
そ
で
す
）。
本
日

の
作
業
、
熊
さ
ん
は
西
の
方
へ
と
旅
立
ち
、

後
方
支
援
を
ナ
マ
ケ
モ
ノ
、
兎
、
黒
貂
が
、

い
つ
も
の
よ
う
に
つ
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。

か
な
。（
貘
）


